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はじめに 

 

１ この冊子は，成年後見人，保佐人及び補助人の責任や仕事，仕事の具体的な内容など

について，Ｑ＆Ａ方式でまとめたもののほか，家庭裁判所に連絡する場合の注意や連絡

先一覧，報告書類作成の手引や参考書式等が掲載されています。 

２ この冊子中，「後見人等」とあるときは，「成年後見人，保佐人及び補助人」のこと

を指します。 

  同様に，「後見等」とあるときは「成年後見，保佐及び補助」を指し，「ご本人」と

あるときは「成年被後見人，被保佐人及び被補助人」を指します。 

３ 後見人等の仕事は，ご本人の利益を第一に考えなければならず，ご本人の財産を管理

する場合には，あくまでも「他人の財産」として適切に管理する必要があります。その

ため，本冊子の該当部分については必ず最後までお読みいただいた上で仕事を行ってく

ださい。 

  また，後見人等の仕事を行う中で疑問が生じた場合に再読されると，理解が深まりま

すので，仕事が終了するまで，この冊子は大切に保管してください。 

４ 家庭裁判所への報告等に使用する書式は，この冊子に添付されたものを適宜コピーし

て使用していただくほか，家庭裁判所のウェブサイト（静岡家裁後見ガイド

https://www.courts.go.jp/shizuoka/saiban/koken/index.html）にも掲載されてい

ます。書式等については改訂する場合もありますので，報告等の際には，ウェブサ

イトを確認の上，最新の書式を使用するようにしてください。 

  なお，この冊子は，静岡家庭裁判所で後見人等に選任された方を対象に作成されてお

り，他の家庭裁判所の取扱いと一部異なるところがあります。 
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手続の流れ 

家庭裁判所の審判     月  日 

抗告期間（２週間）：ご本人や親族が不服申立てをするための期間です。 
※ 審判書謄本受領日（保佐，補助の場合は保佐人又は補助人の受領日と，被保

佐人又は被補助人の受領日の遅い方の日）の翌日から起算します。 
 

審判確定⇒正式に後見人等に就任    月  日  
審判確定：抗告期間中に異議申立てがなければ，審判が確定します。 
※ この時点から後見人等の仕事が開始します。 

※ 同時に，家庭裁判所が東京法務局へ後見登記を嘱託します。登記手続が完了

するまでにさらに２週間程度かかり，登記が完了した時点で裁判所から後見人

等へ通知します。登記完了後は，登記事項証明書（後見人等であることの証明

書）を取得することができます（Ｑ１参照）。 
 

【審判日から初回報告提出期限まで】 

初回報告（Ｑ２参照）  

※ 家庭裁判所の指定した提出期限までに財産目録・収支予定表・資料等を提出

することになります。 
※ 財産目録・収支予定表の作成については報告基準日があります。報告基準日

は審判日の属する月の末日となります。初回報告の提出期限及び報告基準日は

別途家庭裁判所からお知らせします。作成に当たっては，報告書類作成の手引

（８８ページ以下）をよくお読みください。 
 
 
 
 
 

 

【１年後以降】 

定期報告（Ｑ３参照）  
※ 定期報告の報告基準日は，前回報告の報告基準日の１年後の日となります。 
※ 報告提出期限は，報告基準日の翌月の末日になります。この報告期限までに，

自主的に，家庭裁判所に後見等事務報告書，財産目録，預貯金通帳の写し及び

有価証券の取引残高証明書の写しを提出することになります。作成に当たって

は，報告書類作成の手引（８８ページ以下）をよくお読みください。 
※ 家庭裁判所から提出を依頼する書面は送付しませんが，期限に遅れると職務

違反を理由に後見人等を解任されることがあります。 
 
 
 
 
 

 

初回報告の基準日      年   月  末日 

初回報告提出期限      年   月   日 

定期報告の基準日 毎年   月  末日 

定期報告提出期限 毎年   月  末日 



 
 

- 2 - 
 

 
 

 
 

 

 

 

 定期報告（Ｑ３参照）  

 

                     

  

 

 

 
 
 
 

 
 
 

定期報告（Ｑ３参照） 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【後見等の終了】 

 終了報告 

   ① 本人の死亡（Ｑ１９，３９，６０参照） 

   ② 本人の能力の回復（後見等開始の取消，Ｑ２１，４１，６２参照） 

※ これらの事情があった場合，後見人等の仕事は終了となります。速やかに家庭裁判

所へご連絡ください。 

 

上記のいずれの報告も，期限までに提出がない場合，後見人等を解任さ

れることがあります。 

 

・ 後見等が終了するまで同じサイ

クルの繰り返しになります。 

 

・その他，判断に迷うことがあれば随

時上申書（参考書式⑤）などで裁判

所へ問合せをしてください。 

・自宅を売却したり，遺産分割を行う

ときには，家庭裁判所の許可が必要

な場合があります。 

→Ｑ１２～１４，３４～３６， 

Ｑ５５～５７ 



 

   ― 後見人Ｑ＆Ａ ― 
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後見人の役割 

 後見人は，成年被後見人（以下「被後見人」といいます。）の身上監護と財産管

理を行います。また，行った仕事の内容について家庭裁判所の監督を受けます。 

１ 被後見人は，認知症，知的障害，精神障害などにより判断能力を欠くため，自

分で治療や介護の契約を結ぶことや自分の財産を適切に管理することができませ

ん。そこで，被後見人に代わって治療や介護を受ける契約を締結し，財産を管理

する役割を果たす人が後見人です。 

したがって，後見人には，被後見人の財産に関する契約等について全面的に代

理する権限があり，これに対応して，被後見人の財産の全面的な管理権を有して

います。このような後見人の行うべき行為は，被後見人の身上に関連する事項が

多いので，後見人は，仕事をする際には，被後見人の意思を尊重し，心身の状態

や生活の状況に十分配慮しなければなりません。 

  他方，後見人は，その仕事の重大性から，重い責任も課せられています。 

２ 身上監護とは，被後見人の生活や健康，療養などに関する行為のことです。例

えば，被後見人の住居の確保，生活環境の整備，施設の入退所の契約，被後見人

の治療や入院の手続などを行うことなどをいいます。 

３ 財産管理とは，被後見人の財産内容を正確に把握し，年金などの収入の受領，

必要な経費の支出といった出納の管理，預貯金の通帳や保険証書の保管などを行

うことです。 

４ 被後見人のために必要な費用（生活費，療養費，税金，社会保険料など）は，

被後見人の財産から支払ってかまいません。ただし，予定を立てたうえで，毎月

決められた額を引き出し，その中でやりくりしてください。 

５ 後見人は，被後見人の適切な身上監護や財産管理を仕事としていることから，

必要に応じて家庭裁判所に連絡や相談をしていただくほか，家庭裁判所の監督を

受けることになっています。なお，後見監督人が選任された場合は，後見監督人

の監督も併せて受けることになります。 

６ 家庭裁判所や後見監督人に対する報告は，後見人の重要な職務ですから，報告

期限に遅れることのないようにしてください。もし遅れた場合は，職務違反を理

由として後見人を解任されることがあります。
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後見人に就任（後見人に選ばれたことを証明するには） 
 
 

 

 

 

 法務局で登記事項証明書の交付を受けて，これを提示してください。 

 

１ 登記事項証明書について 

後見が開始されると，後見人の氏名，住所，被後見人の氏名，本籍，住所な

どが東京法務局に登記されます。登記された内容を証明するのが「登記事項証

明書」で，これが，後見人であることの証明書になります。 

 「登記事項証明書」の交付を受けるためには，下記の法務局に申請してくだ

さい。 

 

  ＜郵送による申請＞ 

   東京法務局民事行政部後見登録課 

   〒１０２－８２２６ 

   東京都千代田区九段南１－１－１５ 九段第２合同庁舎 

   電話 ０３－５２１３－１３６０（ダイヤルイン） 

  ＜窓口での申請＞ 

   全国の法務局・地方法務局の本局 

   〒４２０－８６５０ 

   静岡地方法務局戸籍課 

   静岡市葵区追手町９－５０ 静岡地方合同庁舎 

   電話 ０５４－２５４－３５５５ 

  ＜申請書類＞ 

   ア 登記事項証明申請書 

    （申請用紙は，各地の法務局・地方法務局にあります。参考書式 参照） 

   イ 収入印紙（証明書１通につき５５０円） 

   ウ 返信用切手を貼った返信用封筒（郵送による申請の場合） 

 ◇ 詳細は，東京法務局のウェブサイトをご覧ください。 

 
後見人であることの証明を求められたときは，どうすればよいのでしょうか。 

 

Ｑ１ 後見人であることの証明 

Ａ 
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２ 登記完了までに証明が必要な場合 

後見開始の審判確定後，登記完了までの間に後見人であることを証明する必要

が生じた場合には，提出先の金融機関等に必要な書類を確認してください。一般

的には家庭裁判所の審判書謄本及び審判の確定証明書を提示することが考えられ

ます。 

 審判書謄本の追加の交付手数料は，審判書謄本１枚につき１５０円（収入印紙）

です。 

 確定証明書は，後見人が審判書謄本を受け取ってから２週間経過し，その間に

即時抗告の申立てがない場合に交付できます。手数料は１通につき１５０円（収

入印紙）です。 

 審判書謄本，確定証明書の交付申請先は，いずれも家庭裁判所です。お問合せ

は，後見係あてにお願いします（８７ページの連絡先一覧参照）。 

なお，裁判所庁舎内では収入印紙や郵便切手の販売は行っていません。 
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最初の仕事（収支予定表・財産目録の作成と提出） 
 
 

 

 

 

 後見人になったら，被後見人の収入，支出，財産，負債などを調査し，それを

もとに収支予算を立てて，被後見人の「収支予定表」（参考書式②－１）と「財

産目録」（参考書式②－３）を作成し，指定された期限までに家庭裁判所に提出

してください。 

  収支予算とは，後見人が被後見人の財産を計画的かつ適正に使うために，毎月

若しくは毎年の収入，支出を見積もることです。 

 

１ 財産等の調査 

後見人の最初の仕事は，被後見人の収支の状況や財産の内容を正確に把握す

ることです。そのために，後見人に選任されたら速やかに被後見人の収支の状

況や財産の内容について調査してください。これらの調査が終わるまでは，緊

急を要するもの以外，後見人としての仕事を行うことはできません。 

２ 収支予定表・財産目録の作成提出 

後見人は，調査した内容をもとに収支予定表（参考書式②－１）と財産目録

（参考書式②－３）を作成し，指定された期限（審判日から概ね２か月）まで

に家庭裁判所に提出してください。 

  収支予定表には，被後見人の収入，支出について，過去の実績をもとに今後

の予定を具体的に記載してください。また，財産目録には，被後見人の不動産，

預貯金，有価証券，負債などを具体的に記載してください。 

  作成に当たっては，報告書類作成の手引（８８ページ以下）をよく読み，家

庭裁判所からお知らせしている基準日現在で作成してください。預貯金は最新

の残高を記帳した預貯金通帳・証書，生命保険は保険証書，不動産は全部事項

証明書（不動産登記簿謄本）など，それぞれ資料の原本に基づいて記載してく

ださい。 

  
後見人に選任されて，まず行わなければならないことは何ですか。 

 

Ｑ２ 後見人の最初の仕事 

Ａ 
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財産が多い場合など，送付した用紙では書ききれない場合は，同様の書式で

記載すべき内容さえ書いていただければ，別紙を使っていただいてもかまいま

せん。ただし，用紙の大きさはＡ４としてください。 

収支予定表・財産目録を提出する際には，記載に当たって参照した資料のコ

ピーを添付してください（参考書式①の「コピーの取り方」参照）。 

また，提出しなかった資料については，今後の後見監督の際に，原本を示し

ていただいたり，不足部分のコピーを追加して提出していただいたりする場合

がありますので，整理して保管しておくようにしてください。 

  なお，作成していただいた収支予定表と財産目録は，コピーをとって，後見

人の控えとして保管しておいてください。記載内容について，家庭裁判所から

確認のための問合せをすることがあります。 

また，今後，定期的または随時に行われる後見監督においては，後見等事務

報告書と財産目録を作成していただくことになります。 

３ 収支予定の立て方 

  後見人は，被後見人の財産を適正に管理する責任を負いますから，被後見人

の生活水準を保ちながら，限りある財産を計画的に使うことが求められます。 

  そのためには，被後見人の収入（年金，給料，不動産収入など）と支出（生

活費，療養費，税金，社会保険料など）を把握し，収入と支出のバランスに常

に注意を払う必要があります。 

  収入が支出を上回る場合は，毎月どの程度の余裕が生じるのか，あるいは支

出が収入を上回る場合は，どのように対処していくのか等を，過去半年から１

年程度の実績に照らして計画を立ててください。 

４ 後見監督人が選任されている場合 

後見監督人が選任されている場合は，収支予定表と財産目録の作成には後見

監督人の確認が必要になりますので，後見監督人の指示に従ってください（Ｑ

１８参照）。 

（参考条文 民法８５３条，８５４条，８６１条，８６３条） 
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裁判所への報告（報告書の作成と提出） 
 
 

 

 

 

 後見人は，就任後に初回財産目録の作成を行った後，家庭裁判所に原則として

１年に１回，自主的に後見事務の報告を行わなければなりません。 

具体的には①「後見等事務報告書」（参考書式③－１）及び②「財産目録」（参

考書式③－２）に被後見人の生活状況や財産の管理状況を記入し，③預金通帳の

写し（報告対象期間全ての取引履歴がわかるもの），④株式，投資信託の取引残

高報告書等の写しを家庭裁判所へ提出してください。その他，定期的な収支に変

化があった場合（年間１０万円以上）や一回当たり１０万円以上の臨時の収入や

支出があった場合には，裏付けとなる資料を添付してください。 

家庭裁判所から書類提出を依頼する書面等は送付しませんので，報告期限には

十分注意してください（８８ページ以下の報告書類作成の手引も参照してくださ

い。）。このほか，収支一覧表や細かな金額の領収書，出納帳の写しについては，

家庭裁判所から指示があった場合に提出していただきますので，大切に保管する

ようにしてください。 

  

１ 後見事務の内容 

  後見事務は，被後見人に適切な療養看護を受けさせ，その財産を適正に維持

管理するために行われるもので，後見人は家庭裁判所や後見監督人の監督を受

けることになります（後見監督人についてはＱ１８参照）。 

具体的には，家庭裁判所や後見監督人から，被後見人の治療や介護はどのよ

うになされているか，その財産管理の現状はどのようになっているかなどを，

必要に応じて，書面や口頭による説明を求められますので，後見人には，後見

監督に備えて，日ごろから，被後見人の生活状況や財産状況をしっかりと把握

していただく必要があります（Ｑ６～Ｑ９参照）。 

 

家庭裁判所への定期的な報告は，どのようにすればよいでしょうか。 

Ｑ３ 定期的な報告書の作成と提出 

Ａ 
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２ 定期報告 

  後見人は，被後見人の生活状況と財産の管理状況について，１年に１回書面

で，自主的に報告していただきます。家庭裁判所から，報告書の提出を依頼す

る通知書面等は送付いたしませんので，報告時期を忘れないようにしてくださ

い。 

  報告対象期間や報告書提出期限については，初回財産目録作成後に家庭裁判

所から送付される事務連絡に記載がありますので，本冊子の１ページ目に移記

し，忘れないように注意してください。 

   提出する書類は次のとおりです。 

  (1) 必ず提出する書面 

ア 後見等事務報告書 

      被後見人の健康状態，住所，入院先等の変更，収支の変化，臨時の収入

や支出，その他重要事項等について，報告をしていただきます。 

まず，日ごろの財産管理の記録である預貯金通帳や出納帳を基に報告対

象期間中の収入・支出を計算し，収支一覧表を作成してください。その上

で，前回の収支一覧表とも見比べながら，後見等事務報告書を記載してく

ださい。 

収支一覧表の提出を毎回求めることはしませんが，必要に応じて収支一

覧表や出納帳などの確認資料の提出を求めることがあります。また，次回

報告時に今回の収支一覧表を手元で参照する必要がありますので，今回の

収支一覧表や出納帳，領収書等は整理して保管するようにしてください。

詳しい記載方法や添付資料については，報告書類作成の手引（８８ページ

以下）を参照してください。 

   イ 財産目録 

     今回の報告対象期間の最終日を基準日とし，その時点での被後見人の財

産を全て確認してください。預貯金については基準日以降に記帳し，基準

日現在の残額を記載してください。預貯金以外の財産については，まず前

回報告からの変化の有無を確認してください。財産の内容に変化があった

項目については，財産目録の別紙の該当の項目欄に，前回までに報告した

ものも含め現在の財産の内容をすべて記載してください。 
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(2) 必ず添付する資料 

ア 通帳のコピー（普通預金，通常貯金の場合） 

  今回の報告対象期間内の取引履歴がすべて記帳されている必要がありま

す。 

  表紙，表紙裏の見開き等のコピーも添付し，どの口座のものかわかるよ

うにしてください。通帳が発行されない口座の場合には，通帳にかわるも

のを金融機関又はインターネットから入手して提出してください。 

イ 通帳・証書のコピー，残高証明書（定期預金，定額貯金の場合） 

  通帳又は証書を金融機関で記帳の上，記帳部分を含む全体のコピーを提

出してください。満期を経過している場合には，書替手続を行い，最新の

状態のコピーを提出してください。 

ウ 取引残高報告書（株式，投資信託の場合） 

  証券会社から送られてくる直近の取引残高報告書のコピーを提出してく

ださい。  

(3) 前回報告と内容に変化があった場合に添付する資料 

 ア 不動産の取得又は処分  

   全部事項証明書（不動産登記簿謄本） 

 イ 保険の加入，変更，解約 

   保険証券，変更や解約の状況がわかる資料のコピー 

 ウ 本人の住居所の変更 

   住民票，入院や施設入所に関する資料のコピー 

 エ 定期的な収入・支出の変化（１費目につき年額１０万円以上の変化） 

   変化後の金額が分かる資料（年金額改定通知書，施設費用領収書等）の

コピー 

オ 臨時収入・支出のコピー（１回につき１０万円を超えるもの） 

  内容が確認できる資料のコピー（契約書，領収書等）  

このほか，詳しい記載方法や添付資料については，報告書類作成の手引（８

８ページ以下）を参照してください。 

なお，作成していただいた後見等事務報告書，収支一覧表，財産目録等は，

コピーをとって，後見人の控えとして保管しておいてください。記載内容につ
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いて，家庭裁判所から確認のための問合せをすることがあります。 

 ３ 後見監督人が選任されている場合 

   上記の各書類については，後見監督人へ提出してください。後見監督人が内

容を審査し，家庭裁判所への報告は後見監督人から行うことになります。後見

監督人への提出期限などは，後見監督人の指示に従ってください。 

４ 後見事務に確認したい事項がある場合 

   報告書を審査した結果，更に詳細な報告を求めたり，家庭裁判所調査官によ

る面接を実施することがあります。不適切な財産管理等がなされていると判断

された場合には，問題点を改善するよう後見人に指示をしたり，問題のある後

見人を解任し，新たな後見人を選任したりします。また，民事上，刑事上の責

任を問われることもあります（後見人の責任についてＱ１７参照）。 

 ５ 後見事務に問題がない場合 

   家庭裁判所から審査が終了した旨の連絡はいたしませんので，報告書等の提

出後，特段の連絡がなければ問題なく審査は終了したとお考えください。 

  （参考条文 民法８６３条，８５１条） 
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裁判所への報告（家庭裁判所への連絡） 
 
 

 

 

 

 後見等事務報告書，財産目録などの提出については，既に説明したとおりです。

その他，次のような場合は，必ず家庭裁判所に連絡をしてください。 

 １ 後見人や被後見人の住所，氏名が変わった場合（Ｑ９参照） 

 ２ 被後見人が死亡した場合（Ｑ１９参照） 

 また，後見事務を行うに当たり，迷うことや困ったことが発生した場合，この

冊子を読んでも疑問が解消しないときは，家庭裁判所の後見係にお問合せくださ

い（８６ページ「家庭裁判所に連絡する際の注意」をお読みください。）。 

 

 基本的に後見人は被後見人の身上監護と財産管理について全責任を負うのです

から，特に法律で定められた事項を除き，後見人ご自身が最終的な判断をしなけ

ればなりません。ただし，その判断は，あくまでも被後見人の利益を第一にしな

ければならず，後見人自身の財産を処分するときよりも慎重に行う必要がありま

す。それゆえ，財産の処分などについて迷うこともあるかと思います。そのよう

な場合は，家庭裁判所に問合せしてください。 

  

 

後見人から家庭裁判所に連絡をするのは，どのような場合ですか。 

Ｑ４ 家庭裁判所への連絡 

Ａ 
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日常の仕事（身上監護について） 

 

  

 

 

 後見人には，生活全般にわたって被後見人の身上を保護する仕事があります。 

 生活・療養看護に関する契約などの法律行為が，身上監護に当たります。 

 被後見人の意思を尊重し，心身の状態や生活状況に配慮することが求められま

す。 

 

１ 後見人の仕事（身上監護） 

後見人の仕事のうち身上監護に関連するものには，被後見人の住居の確保，

生活環境の整備，介護に関する契約，施設の入退所の契約，治療や入院の手続

などがあります。これらの契約の締結や，契約内容が守られているかどうかと

いう履行状況の監視，契約の解除などの行為を行うには，被後見人の身上に配

慮しなければなりません。 

 食事や入浴などの世話をする介護労働などの事実行為は後見人の仕事には含

まれません。 

２ 医療行為について 

手術などの医療行為についての同意・不同意の決定は，原則として後見人の

仕事には含まれません。被後見人や親族に判断してもらうようにしてください。 

３ 代理に親しまない行為 

婚姻，養子縁組，遺言などは，被後見人が自らの意思により行うべきものな

ので，後見人が代理して行うことはできません。 

                                           （参考条文 民法８５８条） 

 
身上監護に関する仕事について教えてください。 

Ｑ５ 身上監護（被後見人の生活・療養看護について） 

Ａ 
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日常の仕事（出納記録をつける） 
  
 
 
 

 

 

 

 

 １ 現金での支出については，必ず出納帳をつけてください。 

 ２ 領収書などは整理して保管してください。 

 ３ 被後見人の財産と後見人や第三者の財産と混同しないようにしてくださ

い。 

 

１ 出納帳をつける 

   現金での収支は，必ず出納帳をつけてください。特に，領収書がもらえない

支出があったときは，日付，金額，支出内容を必ず出納帳に記載するようにし

てください。出納帳の様式は特に定めませんので，市販の出納帳を使用してい

ただいても構いません。 

出納帳をつける際は，費目が分かるように整理してつけると，報告期間の総

額を算出しやすくなりますし，通帳の引出し額のところに鉛筆で支出内容を書

き込むと出納帳をつける際に便利でしょう。また，銀行振込や口座引落を利用

して，現金での支払いを減らしておけば，出納帳に記載するものが少なくて済

みますので，負担の軽減になるでしょう。 

   この出納帳は，収支一覧表を作成する際の基礎資料となるとともに，後見監

督において提出を求められることもありますので，日々細めに記載しておいて

ください。 

２ 領収書の保管について 

   領収書は原則として提出は不要ですが，必要に応じて提出していただくこと

もありますので，費目ごとに整理して保管するようにしてください。 

３ 被後見人の財産とその他の者の財産との区別 

 

被後見人の生活費など，お金の出入りについて，出納帳をつけなければなり

ませんか。私自身，日ごろ出納帳をつける習慣がなく，心理的にかなり負担に

思います。 

Ｑ６ 出納の記録 

Ａ 
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 後見人に選任された方は，被後見人の親族である場合が多いと思いますが，

後見人となった以上，被後見人の財産は，あくまでも「他人の財産」です。そ

のような意識をもって，被後見人の財産とその他の者の財産とは区別して管理

してください。 

 

金銭出納帳（記載例） 

 

平成○○年 
摘要 

 
収入金額 支払金額 差引残高 

月 日 費目 

  前ページから    １５００３ 

６ １２ ○○銀行△△支店から  １０００００  １１５００３ 

６ ２０ おむつ購入 療養費  １１５５０ １０３４５３ 

６ ２５ ○○老人ホームへ施設費支払 療養費  ７４４００ ２９０５３ 

６ ２５ 面会交通費 療養費  １５８０ ２７４７３ 

７ １２ 日用品等購入 生活費  ４８３０ ２２６４３ 

７ ２０ 固定資産税支払い（第２期） 税金  ２２０００ ６４３ 

７ ２５ ○○銀行△△支店から  １０００００  １００６４３ 

７ ２５ 生命保険料（平成○年分） 保険料  ５８０００ ４２６４３ 

８ ３ 登記事項証明書２通 後見事務費  １１００ ４１５４３ 

８ ４ 郵送料 後見事務費  ５２２ ４１０２１ 
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日常の仕事（預貯金の管理のしかた） 
 
 

 

 

 

 

 

 

１ 原則として，口座の名義を変える必要はありませんが，口座の名義を変え

る必要がある場合には，口座の名義を「○○○○成年後見人□□□□」にし

てください（ただし，金融機関によって扱いが異なります。）。口座の名義

を被後見人以外の名義にしてはいけません。 

２ 金利が低くても，元本が保証される安全確実な方法で管理してください。 

 

１ 金融機関への届出について 

後見人に選ばれたら，その後の安全，円滑な取引のために，後見が開始され

て自分が後見人になったことを，必ず金融機関に届けるようにしてください。 

 残高の少ない口座が多数あると管理が煩雑になるので，なるべく口座はまと

めることをお勧めします。 

なお，定期的な収入・支出については，なるべく一つの口座で入金や口座引

落がされるようにしておくと，定期的な収支が一通の通帳で把握できて便利で

す。 

また，口座をまとめる場合や後見人が遠方に居住するなどの事情で後見人の

管理しやすい地域の金融機関に変更する場合は，現金を下ろして現金を振り込

む方法ではなく，口座から口座に振り込む方法により，預金の移動が家庭裁判

所に明確に分かるようにしてください。 

２ 預貯金の管理方法 

後見人は，被後見人の心身の状態や生活状況に配慮しながら，被後見人の財

 

１ 被後見人名義の預金がありますが，後見が開始された後，口座の名義を変

える必要がありますか。 

２ 最近は金利が低いので，元本割れの危険はあるものの，利回りがよい方法

で運用してもよいでしょうか。 

Ｑ７ 預貯金の管理のしかた 

Ａ 
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産を管理しなければなりません。そのため，危険を冒し投資して収益を図るよ

りも，安全確実な方法が求められることになります。従って，新たに投資を行

ったり，投資を拡大したりすることは後見人の財産管理の方法として不相当で

す。抵当権の設定，マンション等の建設・経営，親族への貸付・贈与等も原則

として認められません。 

 万一，元本割れにより損害が発生した場合は，後見人を解任される可能性が

あるばかりでなく，被後見人に対して発生した損害を賠償する必要があります。 

 ３ 後見制度支援信託について 

   被後見人の預貯金が一定額以上になった場合には，原則として後見制度支援

信託を利用していただくことになります（Ｑ１５参照）。 

また，既に後見制度支援信託を利用しているときに，手元で管理している金

額が多くなった場合には追加信託をする必要があります（Ｑ１６参照）。 

４ 現金管理 

現金による管理はなるべく避け，口座に入金するなどして，多額の現金を手

元に置かないようにしてください。 

なお，手元の現金の収支は出納帳をつける必要がありますので注意してくだ

さい（Ｑ６参照）。 
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日常の仕事（支出できるもの，できないもの） 
 
 

 

 

 

 

 支出できるものとしては，被後見人自身の生活費のほか，被後見人が扶養義務

を負っている配偶者や未成年の子などの生活費，被後見人が負っている債務の弁

済金，後見人がその仕事をするために必要な経費などがあります。ただし，「被

後見人の資産，収入などに照らして相当と認められる範囲内で」という制約があ

ります。 

 被後見人の利益に反し，家族や親族の利益のためだけの支出になっていない

か，どうしても必要な支出かどうかなどについて，よく検討してください。不適

切な使途や不相当な金額の支出がある場合には，後日，家庭裁判所の後見監督に

おいて是正や返還を求められることになります。悪質な場合には，刑事上の責任

（Ｑ１７参照）を問われることもあります。 

 なお，下記２に該当する支出は，後見開始以前から行っていた支出であっても，

後見開始後は認められません。ご注意ください。 

   また，後見人が報酬を受け取るためには，家庭裁判所に「報酬付与」の審判の

申立てが必要です（Ｑ１０参照）。 

支出できるかできないかの判断が難しいときは，事前に家庭裁判所にご相談く

ださい。 

１ 支出できるもの 

  (1) 被後見人の生活費，療養費，税金，社会保険料など 

  (2) 後見事務費 

    例えば，家庭裁判所に提出する書類のコピー代，切手代，公共交通機関の

交通費，各種手数料など，後見人としての仕事をするうえで発生する実費な

どがあります。ただし，交通費は，単にお見舞いとして訪問するときまで認

 

お金を使う際，具体的に，どのようなものに支出してよいのでしょうか。 

また，支出してはいけないものには，どのようなものがあるのでしょうか。 

Ｑ８ 財産から支出できるものと，支出できないもの 

Ａ 
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められるものではありません。 

  (3) 扶養のための家族の生活費 

    従前からの扶養状況などを考慮して，被後見人の配偶者や未成年の子の生

活費を被後見人の負担とすることは可能ですが，その金額については，被後

見人の長期的な生活設計を考慮して，収支や財産状況を踏まえて相当な範囲

としなければなりません。 

  (4) 被後見人が負っている債務の弁済 

    被後見人が借金を負っている場合には，後見人としては被後見人の財産か

ら弁済しなければなりません。ただし，親族から借用書も作らず受け取った

金員など，その経緯や証拠となる資料が不明なものについては家庭裁判所に

相談してください。 

  (5) 被後見人の財産の維持・管理費用 

    被後見人の不動産の維持管理費用は被後見人の財産から支出することは可

能です。しかし，耐震補強工事費用やリフォーム，建替え費用などについて

は，必要性や予算などを総合的に判断する必要がありますので，事前に家庭

裁判所に相談してください。 

２ 支出できないもの 

 (1) 金銭の貸付 

    金銭の貸付は，返済を受けられずに被後見人の財産を減少させる危険のあ

る行為となりますので，原則として認められません。 

  (2) 贈与（相続税対策を含む。） 

    贈与は，被後見人の利益にはならず財産を減少させる行為となりますので，

原則として認められません。ただし，冠婚葬祭などの交際費については，被 

後見人の収支，財産状況や社会通念に照らして，常識的な金額であれば支出

が認められることもあります。 

  (3) 被後見人の不動産を担保とする借入れ 

    被後見人以外の者のための借入れは，原則として認められません。被後見

人名義の借入れであっても，借入れ自体に必要性がある場合に限られますの

で，事前に家庭裁判所に相談してください。 

  (4) その他の不適切な支出 
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    単なる親族や知人の見舞いのための交通費・食事代，退院の見込みがない

にもかかわらず引取ることを理由とした後見人の自宅の改築費，被後見人の

旅行の付添費用，被後見人を送迎する自動車の購入費なども原則として認め

られません。 

３ 使い込み，流用 

   使い込み，流用は，刑罰法規に当たる行為であり，絶対に認められません。

このような行為があった場合には，後見人を解任されるだけでなく，民事上，

刑事上の責任を問われることになりますので，注意してください（Ｑ１７参照）。 

（参考条文 民法８６１条，８６９条，６４４条） 
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日常の仕事（後見人の住所などの変更） 
  

 

 

 

 

 家庭裁判所に住所変更の報告をしてください。また，東京法務局に，登記事項

の変更の登記申請書を提出してください。 

 

１ 届出が必要なとき 

   後見人や被後見人が転居したり，婚姻，離婚，養子縁組などによって名前が

変わるなど，住民票や戸籍に変更が生じることがあります。そのような場合に

そのままにしておくと，家庭裁判所からの必要な書類が受け取れなかったり，

登記されている内容が現実と異なるために，後見人の仕事をするうえで，不都

合が生じるおそれがあります。 

   そのため，変更があったときは，家庭裁判所と東京法務局民事行政部後見登

録課に次の手続を必ずとってください。 

２ 家庭裁判所への報告 

   上申書（参考書式⑤）に必要事項を記入し，変更の事由を証明する書面（戸

籍謄本，住民票など）を添付のうえ，家庭裁判所に報告してください。 

３ 東京法務局民事行政部後見登録課への登記申請 

   変更の登記申請書（参考書式⑦）に必要事項を記入して，必要書類を添付の

うえ，東京法務局民事行政部後見登録課に提出してください。 

   なお，登記申請に関する手続，必要書類などは，東京法務局のウェブサイト

をご覧になるか，お近くの法務局にお問合せください（東京法務局の所在地及

び電話番号はＱ１参照）。 

                  （参考条文 後見登記等に関する法律７条） 

 

後見人に選ばれた後，転居したため住所が変わりました。何か手続が必要で

すか。 

Ｑ９ 住所などに変更が生じた場合 

Ａ 
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注意が必要な仕事（後見人の報酬について） 
  

 

 

 

 

 後見人であれば，親族や第三者でも報酬を請求することができます。ただし，

報酬を受け取るためには，家庭裁判所に「報酬付与」の審判の申立てが必要です。

また，報酬の金額は，後見人の仕事の内容と被後見人の財産の状況に応じて家庭

裁判所が決めます。 

  なお，報酬が認められない場合もあります。 

 

１ 申立て 

報酬の付与を希望する場合は，家庭裁判所に「成年後見人に対する報酬付与」 

の審判の申立てをしてください（報酬を希望しない場合は，申立ての必要はあ

りません。）。 

なお，報酬は，後見人が行った事務の内容に応じて，被後見人の財産の中か

ら付与されるものなので，報酬付与の申立ての際には，家庭裁判所に対し，後

見等事務報告書及び財産目録（Ｑ３参照）を併せて提出する必要があります。

そのため，原則として年１回の定期報告に併せて，報酬付与の申立てをするよ

うにしてください。 

２ 報酬額の決定 

  報酬の額は，家庭裁判所が，管理している財産の状況や後見事務の難易度など 

を総合的に検討し決定しますので，決定された金額を被後見人の財産から受け取 

ってください。管理している被後見人の財産から後見人が勝手に受け取ることは 

できません。家庭裁判所の決定を経ずに勝手に報酬を受け取った場合は，その金 

額を返還していただくとともに，それが悪質な場合には刑事上の責任（Ｑ１７参 

照）を問われることもあります。家庭裁判所が決めた報酬の額に不満がある場合 

 

後見人には報酬が支払われると聞きましたが，そのためには，どのような手

続が必要ですか。 

Ｑ１０ 報酬の付与 

Ａ 
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や報酬が認められなかった場合でも，不服の申立てはできません。 

３ 後見監督人が選任されている場合 

 後見事務の報告は後見監督人を通じて行いますが，報酬の請求については後見

人自身で申立書を作成し，家庭裁判所に申立てをする必要があります。申立ては，

後見監督人が家庭裁判所へ報告をするタイミングに合わせていただくようご協力

ください。 

４ 後見監督人の報酬について 

  後見監督人は，上記１の申立てを家庭裁判所に行い，家庭裁判所が後見監督人

に対する報酬の額を定めることになります。家庭裁判所の審判を基に，後見監督

人から後見人に対し，報酬の請求がありますので，審判書の記載を確認の上，被

後見人の財産から支払ってください。 

（参考条文 民法８６２条） 
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注意が必要な仕事（財産の処分について） 
  

 

 

 

 

 必要がある場合，被後見人の財産（自宅の不動産に関するものを除く。Ｑ１２

参照）の処分は，後見人の責任で行ってかまいません。 

 ただし，被後見人に損害を与えないよう，処分の必要性，他の方法の有無，処

分する金額の相当性などを事前に十分に検討してください。 

 

１ 後見人の権限と責任について 

 後見人は，被後見人を代理し，被後見人の財産を処分する権限が与えられて

いますが，一方で被後見人の財産を適正に管理する義務を負います。 

 被後見人の財産を処分する必要が生じた場合，後見人は，自己の責任におい

て被後見人の財産を処分することになります。処分に当たっては，その必要性，

より安全な方法の有無を検討するほか，処分する金額が一般的な取引価格に見

合うものか（金額の相当性）などを考慮して，被後見人に損害を与えないよう

に注意する必要があります。故意又は不注意により，被後見人に損害が生じた

場合，後見人は賠償責任を負います（Ｑ１７参照）。 

重要な財産を処分する場合で，後見人だけでは判断に困ることがあるときは，

事前に，家庭裁判所に相談してください。その場合，上申書（参考書式⑤）を

提出していただき，処分しようとしている財産や処分の方法などについて，説

明していただく場合もあります。 

２ 自宅不動産の処分 

被後見人の自宅を処分する場合は，家庭裁判所の許可が必要ですので注意し 

てください（Ｑ１２参照）。 

                                             （参考条文 民法８５９条）

 

 医療費の支払にあてるため，被後見人の財産を処分したいのですが，注意す

ることはありますか。 

Ｑ１１ 被後見人の財産の処分 

Ａ 
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注意が必要な仕事（自宅の処分について） 
 
 

 

 

 

 

 

 被後見人の自宅の土地・建物を売却したり，抵当権の設定をすること，建物を

取り壊すこと，あるいは借りているアパートの契約を解除することについては，

家庭裁判所の許可の審判が必要です。具体的には，「居住用不動産の処分の許可」

の申立てが必要です。早めに家庭裁判所に相談してください。 

 

 １ 居住用不動産の処分許可の申立て 

被後見人の自宅として居住する不動産のことを居住用不動産といいます。居 

住用不動産は，被後見人が現に住居として使用している不動産に限らず，被後

見人が現在は病院や施設に入所しているために居住していないが，将来居住す

る可能性がある不動産や過去に居住したことがある不動産なども含まれる場合

があります。許可が必要かどうかの判断に迷った場合は，事前に家庭裁判所へ

相談してください。  

 ２ 「処分」とは 
処分には，売却のほか，取壊し，賃貸借の解除，担保権の設定・追加，賃貸

なども含まれます。許可の審判を受けずに居住用不動産を処分した場合，その

契約は無効になります。 

 ３ 処分の必要性と相当性の有無 

家庭裁判所が許可をするか否かを判断する際，処分の必要性の有無を検討し 

ます。手持ちの流動資産が乏しいため，資産を確保するために居住用不動産を

処分するという場合には必要性があるといえますが，被後見人の利益にならな

い場合は，必要性があるとはいえません。また，売却の場合は適正価格で売却 

していただく必要があり，その裏付けとなる資料を提出してください。 

 

被後見人は，入院が長引いていて，自宅に戻ることは難しい状態です。被後

見人の自宅が空き家になっていて不用心なので，売却したいと思っています。

問題はありますか。 

Ｑ１２ 被後見人の自宅の処分 

Ａ 
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家庭裁判所が許否の判断をするには，契約内容を確認する必要がありますの

で，契約書の案や見積書などの書類を提出していただくことになります。さら

に，審理には日数を要することがありますので，実際に契約を締結する日まで

余裕を持って申立てをするようにしてください。 

４ 報告について 

許可を受けた処分の手続が終了したら，許可どおりの手続が終了したことを

上申書（参考書式⑤）に記入し，それが分かる資料（全部事項証明書（不動産

登記簿謄本），契約書，金銭の移動が分かる通帳のコピー，費用明細書など）

を添付して，家庭裁判所へ提出してください。 

          （参考条文 民法８５９条の３）                                 
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注意が必要な仕事（遺産分割をするとき） 
 
 

 

 

 

 

 

 遺産分割協議に当たっては，原則として被後見人の法定相続分（民法９００条

参照）を確保してください。 

 

１ 被後見人の相続分について 

遺産分割協議においては，被後見人の相続分について，原則として法定相続

分を確保してください。それが，相続における被後見人の権利を守ることにな

るからです。 

２ 家庭裁判所の調停の利用 

相続人の間で意見がまとまらず，分け方が決まらない場合は，家庭裁判所の

調停を利用する方法もあります。 

３ 特別代理人選任の申立て 

なお，後見人と被後見人がともに相続人である場合には，遺産分割協議に当

たり，「特別代理人選任の申立て」が必要になります（Ｑ１４参照）。 

 ４ 遺産分割終了後は，家庭裁判所に対し，速やかに遺産分割協議書の写し等，

遺産分割の内容がわかる資料を添付して報告を行ってください。 

 

 近々，遺産分割が予定されていますが，被後見人は相続人の１人です。遺産分

割協議に当たり，被後見人の相続分（取り分）をどのように決めたらよいか，思

案しています。 

Ｑ１３ 遺産分割に当たっての留意点 

Ａ 
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注意が必要な仕事（利益が相反するとき） 
  

 

 

 

 

 

 

 後見人が，自分の立場と被後見人の法定代理人という２つの立場を同時に持つ

場合，利益が相反するため，その手続だけを行う代理人を選ぶ必要があります。

これを特別代理人といいます。 

 

１ 特別代理人とは 

後見人が，自分の立場と被後見人の法定代理人という２つの立場を兼ねてし

まうと，その気になれば，自分の取り分を多くして，被後見人の取り分を少な

くすることも可能です。このような関係のことを「利益相反」といいます。 

 利益相反になると，被後見人の利益が守られない事態も予想されることから，

被後見人と利益相反せず，被後見人のため公正に代理権が行使できる別の人を，

被後見人の代理人に選任します。この代理人を「特別代理人」といいます。 

 遺産分割の場合のほかにも，後見人と被後見人との間で不動産売買などの取

引を行う場合などが「利益相反」に当たります。 

２ 「特別代理人選任」の申立て 

特別代理人を選任するには，まず，家庭裁判所に「特別代理人選任」の申立

てをしてください。そして，家庭裁判所が特別代理人を選任します。特別代理

人選任の申立ての際には，利益相反の関係に当たる行為について具体的に記載

してください。 

なお，特別代理人候補者は，目的となっている取引等について被後見人と利

益相反の関係にない者でなければなりません。遺産分割の場合は，遺産分割協

議書案を添付してください。 

 

被後見人が私たち夫婦の一人息子で，私はその後見人となっています。 

先日，夫が死亡したため，遺産分割を行うことになりましたが，手続の際に司

法書士から「利益相反に当たるので特別代理人の選任が必要」と言われました。

これはどういう意味ですか。 

Ｑ１４ 後見人と被後見人の利益が相反する場合 

Ａ 
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 特別代理人は，その手続だけのために選ばれるものですから，手続（例えば

遺産分割）が終われば，当然に仕事は終了します。 

３ 後見監督人が選任されている場合 

後見監督人（Ｑ１８参照）が被後見人を代理することで足り，特別代理人の

選任申立ては不要です。      

（参考条文 民法８６０条） 
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後見制度支援信託１（利用の指示） 

 

 

 

 
 後見人が，多額の財産管理を行う場合，より適正かつ安全な管理が求められる

ことから，原則として後見制度支援信託を利用するか，又は専門職（弁護士や司

法書士）が，後見監督人等として継続的に関与することになります。 

  後見開始当初に後見制度支援信託利用の検討の指示がない場合でも，その後の

資産状況の変化を踏まえ，家庭裁判所から指示することがあります。 

   

１ 後見制度支援信託とは 

後見制度支援信託とは，被後見人の財産のうち，日常的な支払をするのに必

要十分な金銭を預貯金として後見人が管理し，通常使用しない金銭を信託銀行

に信託する仕組みのことです。信託財産を払い戻したり，解約するには，あら

かじめ家庭裁判所が発行する指示書が必要となります（詳しい内容は家庭裁判

所に備え置かれているパンフレット「成年後見制度―利用をお考えのあなたへ

―」の１１～１２ページを参照してください。）。 

２ 後見制度支援信託利用検討の流れ 

家庭裁判所が，後見制度支援信託の利用を検討することが相当と判断した場

合，専門職（弁護士又は司法書士）を後見人又は後見監督人として選任いたし

ます。ここで選任された専門職の後見人又は後見監督人が，親族後見人とも相

談の上，後見制度支援信託の利用の適否を詳しく検討し，具体的な手続を実施

していくことになります。 

３ 後見制度支援信託の利用を進める場合 

専門職の後見人又は後見監督人が後見制度支援信託の契約の締結を行い，今

後専門職の関与が必要ないと判断した場合には，専門職の後見人又は後見監督

人は辞任し，親族後見人に後見事務を引き継ぎます。                    

他方，その後も継続して専門職関与の必要性が認められる場合には，事案に

応じて，親族後見人と専門職の後見人が複数で後見事務を行ったり，専門職が

 

家庭裁判所から，後見制度支援信託の利用を検討するように指示がありまし

た。これはどういうことですか。 

Ｑ１５ 後見制度支援信託の利用について 

Ａ 
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後見監督人として継続的に関与していくことになります（後見監督人について

はＱ１８を参照）。 

 ４ 後見開始後に後見制度支援信託の制度を利用する場合 

   後見開始当初に後見制度支援信託利用の検討の指示が無かった場合でも，そ

の後の資産状況の変化を踏まえ，家庭裁判所から後見制度支援信託の利用の検

討を指示する場合があります。この場合も，家庭裁判所が専門職の後見人又は

後見監督人を追加で選任いたしますので，親族後見人とも相談の上，専門職の

後見人又は後見監督人が後見制度支援信託の利用の適否を詳しく検討し，具体

的な手続を実施していくことになります。  
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後見制度支援信託２（追加信託，一時金交付，解約） 
  

 

 

 

 

 

 

 

１ 手元で管理している金銭が増えてきた場合，日常的な支払に必要十分な金

銭を残し，それ以外の金銭を追加で信託銀行に信託する必要があります。 

  この場合には，家庭裁判所へ「報告書（追加信託）」を提出し，家庭裁判

所が確認した後に，家庭裁判所が発行する指示書を基に追加信託の手続をと

ることになります。 

２ 信託財産の一部払戻しや，全額の払戻し（解約）は，家庭裁判所が必要と

認めた場合に行うことができます。家庭裁判所へ，金銭が必要な事情につい

ての資料とともに「報告書（一時金交付）」又は「報告書（信託契約の解約）」

を提出し，家庭裁判所から指示書を発行してもらった上で一部払戻しや解約

の手続をとってください。   

 

１ 追加信託 

後見制度支援信託の利用中に，月々の収支の黒字額が貯まったり，臨時の

収入があった場合，手元で管理している金銭が増えることがあります。この

場合には，日常的な支払に必要十分な額を超える部分について，追加で信託

をする必要があります（目安として，手元管理の金額が１００万円程度増加

した場合）。 

  この場合は，報告書（追加信託）（参考書式⑨－１）を２部作成し，手元

で管理している通帳の写しを添えて家庭裁判所へ提出してください。また，

返送用に８４円切手を添付してください。家庭裁判所では内容を確認した上，

 

１ 後見制度支援信託を利用していますが，手元で管理している金銭が多額

になってきました。この場合，何か手続が必要ですか。 

２ 逆に，急な出費で手元で管理している金銭が足りなくなった場合，一部

払戻しや全額の払戻しが必要になりますが，この場合の手続はどうすれば

いいですか。 

Ｑ１６ 追加信託，一時金交付，解約等の手続 

Ａ 
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後見人へ指示書謄本を交付します。この指示書謄本を添えて，信託銀行で追

加信託の手続を行ってください。 

２ 一時金交付及び全部解約について 

信託財産のうち，一部の払戻しや，全額の払戻し（解約）をする場合には，

報告書（一時金交付）（参考書式⑨－２）又は報告書（信託契約の解約）（参

考書式⑨－３）に，払戻しが必要な理由を記載して２部作成し，金額の相当

性についての疎明資料，信託銀行から送付される直近の信託財産状況報告書

及び手元で管理している通帳の写しを添えて，家庭裁判所へ提出してくださ

い。また，返送用に８４円切手を添付してください。場合によっては，詳し

い事情をお伺いしたり，追加の資料を提出していただく場合もありますので，

余裕をもって報告書を提出するようにしてください。 

    提出していただいた資料を確認した上，家庭裁判所が必要と認めた場合に

は，後見人へ指示書謄本を交付します。この指示書謄本を添えて，信託銀行

で払戻しや解約の手続を行ってください。 

  ３ 指示書の有効期限について 

家庭裁判所が指示書を発行した日から３週間以内に手続を行う必要があり

ますのでご注意ください。また，手続が完了した場合には，その旨を上申書

（参考書式⑤）に記入し，通帳の写し等の資料を添えて家庭裁判所へ報告し

てください。 
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後見監督（後見人の責任） 
  

 

 

 

  後見人に不正な行為，著しい不行跡，その他後見の仕事に適さない事由がある

とき，家庭裁判所は後見人解任の審判をすることがあります。 

 また，これとは別に，故意または過失によって被後見人に損害を与えた場合に

は，その損害を賠償しなければなりません。さらに，業務上横領などの刑事責任

を問われることもあります。 

 

１ 後見人の解任 

不正な行為とは，被後見人の財産を勝手に使い込んだり，流用したりする行

為などをいいます。著しい不行跡とは，品行が悪く，犯罪を犯した場合などで

す。その他後見の仕事に適さない事由とは，後見人の権限を濫用したり，財産

管理の方法が不適切であったり，仕事を怠ったり，家庭裁判所の指導に従わな

い場合などのことです。 

 後見人の解任は，後見監督人，被後見人やその親族又は検察官の請求により，

あるいは家庭裁判所の職権により，家庭裁判所が行います。 

２ 民事上の責任 

後見人は，被後見人のために，十分な注意を払って誠実にその役割を果たす

義務を負っていますので，故意に被後見人に損害を与えた場合は勿論のこと，

後見人の不注意などによって被後見人に損害を与えた場合でも，その損害を賠

償しなければなりません。 

 ３ 刑事上の責任 

また，後見人が被後見人の財産を横領した場合など，特に悪質な場合は，業

務上横領などの刑事責任を問われることもあります（刑法２５３条）。 

  後見の事務は公的な性格をもつものなので，たとえ親族であっても例外では

ありません。 

                           （参考条文  民法６４４条，８４６条，８６９条）

 

後見人としての責任が問われるのは，どんな場合ですか。 

Ｑ１７ 後見人の責任が問われる場合 

Ａ 
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後見監督（後見監督人とは） 
 
 

 

 

 

 

 

 例えば，被後見人の財産が多額な場合，利益相反の場合その他きめ細かな監督

が必要なときに，後見監督人を選任しています。 

 また，後見人が後見事務に習熟するまでの間，後見監督人に指導をお願いする

こともあります。 

 後見監督人が選任された場合，後見人が単独では行えず，後見監督人の同意を

要する行為がありますので，注意が必要です。 

 なお，後見等事務報告書，財産目録及び添付資料は後見監督人に提出し，後見

監督人の確認を受けることになりますのでご注意ください。 

 

１ 後見監督人とは 

後見監督人は，被後見人やその親族または後見人の請求により，あるいは家

庭裁判所の職権で選任されるもので，後見開始と同時に選任されることもあれ

ば，後見開始後に必要に応じて選任されることもあります。多くの場合，後見

監督人には，弁護士，司法書士，社会福祉士など，専門の見識を持った方が選

任されています。 

後見監督人が選任されている場合，以下のような場面で注意が必要となりま

す。 

(1) 後見開始と同時に後見監督人が選任された場合 

ア 後見人が，被後見人に対する債権を有していたり，又は債務を負ってい

る場合には，財産の調査に着手する前に，後見監督人に申し出なければな

 

このたび，後見監督人が選任されましたが，なぜでしょうか。また，後見監

督人が選任された場合，後見事務を行うに当たり，特に注意することがあれば

教えてください。 

Ｑ１８ 後見監督人とは 

Ａ 
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りません。債権を有する場合に，この申し出を行わないと，その債権を失

うことがあります。 

イ 初回財産目録等については（Ｑ２参照），後見監督人の確認が必要とな

るため，後見監督人に対して提出してください。後見監督人が内容を審査

した上，家庭裁判所に対して結果を報告することになります。 

(2) 日常の仕事について 

 ア 後見人は，後見監督人に対して後見事務の報告を行います。その方法，

回数，時期等については後見監督人と相談して決めてください。年１回の

家庭裁判所への定期報告は，後見監督人が行います。 

   イ 後見人が被後見人に代わって次の行為をするときは，後見監督人の同意    

を得ることが必要です。 

(ｱ) 現金・預貯金などの元本を利用する（元本を受領する場合を除く。）。 

(ｲ) 借財又は保証をする。 

(ｳ) 不動産その他重要な財産の取得や処分にかかわる行為をする。 

(ｴ) 訴訟行為をする。 

(ｵ) 贈与，和解または仲裁合意をする。 

(ｶ) 相続の承認や放棄，あるいは遺産の分割をする。 

(ｷ) 贈与や遺贈を拒否し，あるいは負担付きの贈与や遺贈を受諾する。 

(ｸ) 新築，改築，増築又は大修繕をする。 

(ｹ) 民法６０２条に定めた期間を超える賃貸借をする。 

(ｺ) 営業をする。 

ウ 後見人が欠けた場合には，後見監督人は，遅滞なく新たな後見人の選任

を，家庭裁判所に対し請求します。 

エ 何か急迫な事情があった場合に，後見監督人は，後見人に代わって必要

な処分を行います。 

オ 後見人と被後見人の利益が相反する場合，被後見人のために特別代理人
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の選任が必要なことはＱ１４で述べたとおりですが，後見監督人が選任さ

れている場合は，後見監督人が被後見人を代理します。 

  (3) 後見人の仕事が終了するとき 

   被後見人が死亡した場合（Ｑ１９参照）や，被後見人の判断能力が回復し

後見開始が取り消された場合（Ｑ２１参照），後見人は，財産の引継ぎを行

うことになります。このとき作成する財産目録については，後見監督人の確

認が必要となるため，まず後見監督人に対して提出し，後見監督人が内容を

審査した上で財産の引継ぎを行ってください。その後，後見監督人から家庭

裁判所へ結果を報告することになります。 

３ その他の留意点 

  後見監督人は，後見人に対し，随時被後見人の財産状況につき報告を求め，

必要な指示を行います。後見人は，後見監督人の指示に従う必要があり，これ

に従わない場合には，後見人を解任されることがあります（Ｑ１７参照）。家

庭裁判所に対する報告等も後見監督人を通して行うことが原則となるため，後

見事務の進め方については，後見監督人と打合せを十分に行ってください。 

 このように後見人は，後見監督人から常時監督を受けることになりますが，

後見事務の方針に迷う場合などには，後見監督人に相談し，指示を仰ぐことが

できます。  

（参考条文 民法８５１条，８５３条，８５５条，８６４条，８７１条） 
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仕事の終了（被後見人が死亡したとき） 
  

 

 

 

 被後見人が亡くなったときは，まず家庭裁判所に連絡してください。そして，

被後見人死亡後２か月以内に管理の計算をし，被後見人の相続人に，管理してい

た財産を引き継ぎ，後見等事務終了報告書等を家庭裁判所に提出してください。 

 

１ 後見終了 

  被後見人が死亡すると，後見は終了します。後見人は，最後の仕事として， 

次の事後処理を行ってください。 

２ 後見終了後の事後処理 

 (1) 家庭裁判所に対して行う手続 

ア 被後見人が死亡したことを電話等で速やかにご連絡ください。 

イ 後見等事務終了報告書（参考書式④）及び被後見人の死亡診断書のコピ

ー又は死亡の記載のある戸籍の全部事項証明書を提出してください。 

また，後見人が相続人でない場合又は相続人であっても報酬付与の申立

てをする場合は，被後見人の死亡した日を基準日とし，定期報告（Ｑ３参

照）と同様の報告をしてください。 

ウ 上記イの報告後，相続人に対し，作成した財産目録とともに被後見人の

財産を引き継ぎ，相続人から受領書の交付を受け，その写しを家庭裁判所

に提出してください。 

エ 後見監督人が選任されている場合には，財産目録について後見監督人の

確認が必要となりますので，後見監督人へ提出してください。家庭裁判所

への報告は，後見監督人が行います。 

  (2) 東京法務局民事行政部後見登録課に対して行う手続 

 

被後見人が死亡したときは，どうしたらよいでしょうか。 

Ｑ１９ 被後見人が亡くなったとき 

Ａ 
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    後見終了の登記申請書（参考書式⑧）を提出してください（問合せ先 

はＱ１参照） 

  (3) 被後見人の相続人に対して行う手続 

     管理していた被後見人の財産を計算し，財産目録（参考書式②－３）とと

もに被後見人の財産を引き継ぎ，受領書の交付を受けます。 

 ３ 後見終了後の支出 

 被後見人の死亡後は，原則として後見人は，被後見人の財産から支出をする

ことはできません。 

（参考条文 民法８７０条，８７１条，後見登記等に関する法律８条） 
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仕事の終了（後見人の辞任） 
 
 

 

 

 

 

 後見人は正当な事由がある場合には，家庭裁判所の許可を得て辞任できます。

家庭裁判所に，「後見人の辞任許可の申立て」をしてください。 

 

１ 後見人の辞任について 

後見人は，被後見人の権利や財産を守るため，家庭裁判所に適任であると認

められて選任されたわけですから，後見人の都合で自由に辞任できることにな

ると，被後見人の利益が守られなくなるおそれがあります。そこで，後見人が

辞任するには，正当な事由がある場合に限られ，家庭裁判所の許可を得て初め

て辞任することができます。 

 「正当な事由」の例としては，病気や高齢のほかに，後見人が遠隔地に転居

することになって後見人の仕事を円滑に行えなくなった場合などが考えられま

す。 

２ 後見人の選任の申立てについて 

後見人が辞任した場合は，ほかに後見人がいる場合を除いて，新しい後見人

を選ばなくてはなりません。そこで，被後見人の権利保護に支障をきたさない

ように，「後見人の辞任の許可の申立て」と同時に，後任の後見人を選任する

ための「後見人選任の申立て」をしてください（具体的な手続については，家

庭裁判所にお問合せください。）。 

３ 後見人の欠格事由の発生 

なお，後見人が破産開始決定を受けたり，後見人，後見人の配偶者（妻・夫），

後見人の直系親族（父・母・子・祖父母・孫など）が被後見人に対して訴訟を

起こしたりした場合には，後見人を務める資格がなくなりますので，必ず家庭

裁判所に連絡してください。 

（参考条文 民法８４４条，８４５条，８４７条） 

 

病気や高齢により，後見人の仕事を続けることができなくなった場合は，ど

うすればよいですか。 

Ｑ２０ 後見人の辞任 

Ａ 
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仕事の終了（その他の終了） 
  

 

 

 

 

 

 １ 被後見人の死亡，後見人の辞任以外に後見人の仕事が終了するのは，①被

後見人の判断能力が回復して後見開始の審判が取り消されたとき，②後見人

が解任されたときです。 

２ 仕事が終了した際に大事なことは，財産の引継ぎです。後見人は，それま

で管理していた被後見人の財産について，管理の計算をし，被後見人もしく

は新しい後見人に財産を引き継ぎます。そして，後見等事務終了報告書等を

家庭裁判所に提出して，後見人の仕事が終了します。 

 

１ 仕事の終了 

  (1) 被後見人の判断能力が回復して後見開始の審判が取り消されたとき 

    被後見人の判断能力が回復して，後見人が必要なくなった場合には，家庭

裁判所に「後見開始の審判の取消し」の申立てをしてください。取消しの審

判が出たら，後見人の仕事は終了します。 

    この場合には，被後見人であった本人に財産を引き継ぎます。 

 (2) 後見人が解任されたとき（Ｑ１７参照） 

２ 管理の計算 

 後見人の仕事が終了してから２か月以内に，それまで管理していた被後見人

の財産について，管理の計算をしなければなりません。 

 計算が終わったら，財産を引き継ぎ，後見等事務終了報告書（参考書式④）

等を家庭裁判所に提出してください（Ｑ１９参照）。 

 

１ 被後見人の死亡，後見人の辞任以外に後見人の仕事が終了する場合につい

て教えてください。 

２ 後見人が仕事を終えるときには，何をしたらよいでしょうか。 

Ｑ２１ その他の終了 

Ａ 
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 後見監督人が選任されている場合には，後見監督人の確認が必要になります

ので，後見監督人へ提出してください。家庭裁判所への報告は，後見監督人が

行います。 

３ 後見人の死亡 

万一，後見人ご自身が死亡した場合に備えて，後見人のご親族のどなたかか

ら家庭裁判所にその旨を連絡いただけるよう，ご手配お願いいたします。被後

見人の権利保護に支障をきたさないよう，すみやかに新しい後見人を選ばなけ

ればなりません。 

 また，新しい後見人に対する財産の引継ぎは，前の後見人のご親族にお願い

することになりますので，その旨もご親族に伝えておいてください。 

（参考条文 民法８７０条，８７１条，１０条） 
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【 メ モ 】



 

 ― 保佐人Ｑ＆Ａ ― 
 

- 44 - 
 

  保佐人の役割 

 保佐人は，被保佐人の意思を尊重し，その心身の状態や生活状況に配慮して，同

意権や取消権を行使し，さらに，与えられた代理権の範囲内で，被保佐人の生活，

療養看護及び財産に関する事務を行います。また，行った仕事の内容について家庭

裁判所の監督を受けます。 

１ 保佐人は，認知症，知的障害，精神障害などにより，判断能力は失われていな

いものの，著しく不十分な方（日常的な買物程度は単独でできるが，重要な財産

行為は単独でできない。）に対して，保佐開始の審判とともに，被保佐人を援助

する人として選任されます。 

２ 被保佐人には著しく不十分ながらも判断能力が残されていますので，自らの判

断で法律行為が可能です。保佐人の主な仕事は，被保佐人の意思を尊重し，かつ，

被保佐人の心身の状態や生活状況に配慮しながら，被保佐人が「重要な財産行為」

を行う際に同意を与えたり，被保佐人が保佐人の同意を得ないで「重要な財産行

為」をした場合にこれを取り消したりすることです。日用品（食料品や衣料品等）

の購入など「日常生活に関する行為」については，保佐人の同意を得る必要はな

く，取消しの対象にもなりません。 

３ 代理権付与の申立てが認められれば，認められた行為につき，保佐人は代理権

を行使し，被保佐人に代わって行うことができます。 

４ 保佐人は，申立てのきっかけとなったこと（保険金の受取り，遺産分割等）だ

けをすればよいものではなく，被保佐人の判断能力が回復して保佐が取り消され

たり，被保佐人が死亡するまで，被保佐人のために活動する義務が続きます。 

５ 保佐人は，必要に応じて家庭裁判所に連絡や相談をしていただくほか，家庭裁

判所の監督を受けることになっています。 

なお，保佐監督人が選任された場合は，保佐監督人の監督も併せて受けること

になります。 

６ 家庭裁判所や保佐監督人に対する報告は，保佐人の重要な職務ですから，報告

期限に遅れることのないようにしてください。もし遅れた場合は，職務違反を理

由として保佐人を解任されることがあります。
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保佐人に就任（保佐人に選ばれたことを証明するには） 
 
 

 

 

 

 法務局で登記事項証明書の交付を受けて，これを提示してください。 

 詳しくはＱ１を参照してください。ただし，Ｑ１中，「後見」とあるのを「保

佐」と読み替えてください。 

 

保佐人の権限１（同意権，取消権） 
 
 

 

 

 

 

 

保佐人は，被保佐人が行おうとする行為について，その必要性や被保佐人の意

向を聴取し，同意を与えるか，与えないかの判断をします。また，保佐人の同意

がないまま被保佐人が行った行為について，取消しをするか，同意をするかを判

断します。 

 

１ 同意権について 

(1) 同意権とは 

  被保佐人は，民法１３条１項各号に定められた行為（４７ページのとおり）

を行う際，あらかじめ保佐人の同意を得る必要があります。このとき，保佐

人が被保佐人の行為に同意を与えるかどうかの判断をする権限を同意権とい

います。 

 
保佐人であることの証明を求められたときは，どうすればよいのでしょうか。 

 

Ｑ２２ 保佐人であることの証明 

Ａ 

 
同意権，取消権とは何ですか。同意権，取消権を行使する場合には，どのよう

なことに注意すればよいでしょうか。 

＜民法１３条１項に定める行為＞ 

 

Ｑ２３ 保佐人の権限１ 

Ａ 
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(2) 同意権の行使の仕方 

 同意権の行使に決まった方法はありませんが，例えば被保佐人

の行為に同意する場合には，契約書等に被保佐人が署名押印した

後に，「上記行為（又は契約）に同意します。」などと記載し，

「被保佐人△△△△保佐人□□□□」として保佐人が署名押印し

ます。 

２ 取消権について 

(1) 取消権とは 

民法１３条１項各号に定められた行為（４７ページのとおり）について，

被保佐人が保佐人の同意を得ないで，契約などを行ってしまうことがありま

す。そのような場合，保佐人は，その行為が被保佐人にとって不利益であれ

ばこれを取り消し，不利益が特にないと考えられる場合にはこれを追認しま

す。 

(2) 取消権の行使の仕方 

取消権の行使は，保佐人から相手方に対する意思表示により行います。最

小限，法律行為（契約など）を特定し，それを取り消す旨を表示することが

必要で，それで足ります。例えば，「被保佐人△△と貴殿とが（××年××

月××日に）した□□の売買契約を取り消す。」で足りますが，加えて問題

の解決方法（精算のための示談を望むとか民事訴訟を提起するなど）を示す

こともあります。 

なお，口頭でも取消しの効力は生じますが，争われたときに備えて内容証

明郵便で出しておくことが望ましいでしょう。 

（参考条文 民法１３条） 
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  ＜民法１３条１項に定める行為＞ 

１号 元本を領収し，又はこれを利用すること  
「元本」とは，地代，家賃，利息などを生じる財産のことです。貸した土地，

建物，お金を返してもらったり，これらを他人に貸したり預けたりすること

が含まれます。  

(1) 預貯金の払戻し  

(2) 金銭の利息付き貸付け など 

２号 借財をしたり保証をすること  
お金を借りたり，他人の債務の保証人になること  

(1) 金銭消費貸借契約の締結 

(2) 債務保証契約の締結 など 

３号 不動産やその他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること 

本人の日常生活に関する行為には当たらない，相当の対価を伴う次のような行為

が含まれます。  

(1) 本人所有の土地又は建物の売却  

(2) 本人所有の土地又は建物についての抵当権の設定  

(3) 贈与又は寄付行為  

(4) 商品取引又は証券取引 

(5) 通信販売（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ取引を含む）又は訪問販売による契約の締結  

(6) クレジット契約の締結 

(7) 金銭の無利息貸付け 

４号 訴訟行為をすること 

       訴訟を起こしたり，訴訟を取り下げたりすることなど  

５号 贈与，和解又は仲裁合意をすること  
６号 相続の承認，放棄又は遺産の分割をすること  
７号 贈与の申込みの拒絶，遺贈の放棄，負担付贈与の申込みの承諾又は

負担付遺贈の承認をすること  
         贈与や遺贈を断ったり，何かを負担することを条件とした贈与や遺贈を受ける

ことを承諾すること 

８号 新築，改築，増築又は大修繕をすること  
９号  民法６０２条（短期賃貸借）に定めた期間を超える賃貸借をすること  

宅地を５年以上，建物を３年以上，動産を半年以上にわたって貸す契約

をすること 

１０号 前各号に掲げる行為を，制限行為能力者（未成年者，成年被後見人，被

保佐人及び民法１７条１項の審判を受けた被補助人をいう。）の法定代理

人としてすること【令和２年４月１日施行】 
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保佐人の権限２（代理権）  
 
 
 
 
 
 

審判で定められた特定の法律行為について，被保佐人に代わって保

佐人が法律行為を行うことのできる権限を代理権といいます。  
 

１ 代理権について 

保佐人が行う代理権は，申立てにより審判で定められます。保佐

人として代理できる行為は，審判によって定められた代理権の範囲

に限定されます。保佐人に選任された人は，まず，自分にどのよう

な代理権が付与されているのかを，審判書の謄本でよく確認してく

ださい。 

２ 代理権の追加，取消 

保佐人が選任された後，新しい事柄について代理権が必要になっ

た場合には，新たに審判の申立てが必要になります。したがって，

家庭裁判所に保佐人に対する代理権の付与の申立てをしてくださ

い。 

    なお，保佐人に代理権を付与する場合には，被保佐人の同意が必

要です。家庭裁判所は，被保佐人の意向を確認し，追加の必要性等

を考慮して審判することになります。 

    また，付与された代理権の必要がなくなったり，内容が特定の不

動産の売却のようなものであった場合には，代理権の対象となった

行為の終了に伴って代理権の付与の審判の取消しを申し立てるこ

ともできます。 

（参考条文 民法８７６条の４） 

  

 
代理権とは何ですか。代理権を行使するにはどのようなことに注意すればよ

いでしょうか。 

 

Ｑ２４ 保佐人の権限２ 

Ａ 
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最初の仕事（収支予定表・財産目録の作成と提出） 
 
 

 

 

 

  

保佐人は，付与された代理権の範囲内で，被保佐人の資産を管理していくこと

になります。審判書で定められた代理権のうち，どのような財産管理の代理権が

付与されているかを確認してください。その上で，その代理権の範囲内で被保佐

人の収入，支出，財産，負債などを調査し，それをもとに収支予定を立てて，被

保佐人の「収支予定表」（参考書式②－１）と「財産目録」（参考書式②－３）

を作成し，家庭裁判所に提出してください。 

詳しくはＱ２を参照してください。ただし，Ｑ２中，「後見」とあるのを「保

佐」と読み替えてください。 

 

 

  

  
保佐人に選任されて，財産管理についての代理権を付与されました。まず行

わなければならないことは何ですか。 

 

Ｑ２５ 保佐人の最初の仕事 

Ａ 

財産管理の代理権を付与されている場合 
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裁判所への報告（報告書の作成と提出） 
 
 

 

 

 

 Ｑ３を参照してください。ただし，Ｑ３中，「後見」とあるのを「保佐」と読

み替えてください。また，財産目録及び資料については，財産管理の代理権を付

与されている場合に提出が必要となります。 

 

裁判所への報告（家庭裁判所への連絡） 
 
 

 

 

 

 後見等事務報告書，財産目録及び資料の提出については，既に説明したとおり

です。その他，次のような場合は，必ず家庭裁判所に連絡をしてください。  

  保佐人や被保佐人の住所，氏名が変わった場合 

  被保佐人が死亡した場合 

 また，保佐事務を行うに当たり，迷うことや困ったことが発生した場合，この

冊子を読んでも疑問が解消しないときは，家庭裁判所の後見係にお問合せくださ

い（８６ページ「家庭裁判所に連絡する際の注意」をお読みください。）。 

 

 基本的に保佐人は，同意権や取消権を行使し，与えられた代理権の範囲内で，

被保佐人の生活，療養看護及び財産に関する事務を行いますが，特に法律で定め

られた事項を除き，保佐人ご自身が最終的な判断をしなければなりません。ただ

し，その判断は，あくまでも被保佐人の利益を第一にしなければならず，慎重に

行う必要があります。それゆえ，同意権・取消権の行使や財産の処分などについ

 

家庭裁判所への定期的な報告は，どのようにすればよいでしょうか。 

Ｑ２６ 定期的な報告書の作成と提出 

Ａ 

 

保佐人から家庭裁判所に連絡をするのは，どのような場合ですか。 

Ｑ２７ 家庭裁判所への連絡 

Ａ 
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て迷うこともあるかと思います。そのような場合は，家庭裁判所に問合せしてく

ださい。 
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日常の仕事（出納記録をつける） 
  
 
 
 

 

 

 

 

 Ｑ６を参照してください。ただし，Ｑ６中，「後見」とあるのを「保佐」と読

み替えてください。 

 

日常の仕事（預貯金の管理のしかた） 
 

 

 

 

 

 

 

Ｑ７を参照してください。ただし，Ｑ７中，「後見」とあるのを「保佐」と読

み替え，３の「後見制度支援信託について」は，対象外のため除きます。 

 

日常の仕事（支出できるもの，できないもの） 
 
 

 

 

 

 

Ｑ８を参照してください。ただし，Ｑ８中，「後見」とあるのを「保佐」と読

み替えてください。 

 

被保佐人の生活費など，お金の出入りについて，出納帳をつけなければなり

ませんか。私自身，日ごろ出納帳をつける習慣がなく，心理的にかなり負担に

思います。 

Ｑ２８ 出納の記録 

Ａ 

財産管理の代理権を付与されている場合 

 

１ 被保佐人名義の預金がありますが，保佐が開始された後，口座の名義を変

える必要がありますか。 

２ 最近は金利が低いので，元本割れの危険はあるものの，利回りがよい方法

で運用してもよいでしょうか。 

Ｑ２９ 預貯金の管理のしかた 

財産管理の代理権を付与されている場合 

Ａ 

 

被保佐人のお金を使う際，具体的に，どのようなものに支出してよいのでし

ょうか。 

Ｑ３０ 財産から支出できるものと，支出できないもの 

Ａ 

財産管理の代理権を付与されている場合 

Ａ 
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日常の仕事（保佐人の住所などの変更） 
  

 

 

 

 

 Ｑ９を参照してください。ただし，Ｑ９中，「後見」とあるのを「保佐」と読

み替えてください。 

 

  

 

保佐人に選ばれた後，転居したため住所が変わりました。何か手続が必要で

すか。 

Ｑ３１ 住所などに変更が生じた場合 

Ａ 
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注意が必要な仕事（保佐人の報酬について） 
  

 

 

 

 

Ｑ１０を参照してください。ただし，Ｑ１０中，「後見」とあるのを「保佐」

と読み替えてください。  

 

注意が必要な仕事（財産の処分について） 
  

 

 

 

 

 当該処分について代理権が付与されているときは，必要がある場合，被保佐人

の財産（自宅の不動産に関するものを除く。Ｑ３４参照）の処分は，保佐人の責

任で行ってかまいません。代理権が付与されていない場合は，代理権付与の申立

てを行う必要があります（Ｑ２４参照）。 

なお，保佐人が同意権を行使することで被保佐人自身が財産を処分することも

可能です。 

処分に際しては，被保佐人に損害を与えないよう，処分の必要性，他の方法の

有無，処分する金額の相当性などを事前に十分検討してください。 

 

１ 保佐人の権限と責任について 

保佐人は，財産管理についての代理権を付与されている場合，被保佐人を代

理し，被保佐人の財産を処分する権限が与えられていますが，一方で被保佐人

の財産を適正に管理する義務を負います。 

 

保佐人には報酬が支払われると聞きましたが，そのためには，どのような手

続が必要ですか。 

Ｑ３２ 報酬の付与 

 

 医療費の支払にあてるため，被保佐人の財産を処分したいのですが，注意す

ることはありますか。 

Ｑ３３ 被保佐人の財産の処分 

Ａ 

Ａ 

財産管理の代理権を付与されている場合 
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被保佐人の財産を処分する必要が生じた場合，保佐人は，自己の責任におい

て被保佐人の財産を処分することになります。処分に当たっては，その必要性，

より安全な方法の有無を検討するほか，処分する金額が一般的な取引価格に見

合うものか（金額の相当性）などを考慮して，被保佐人に損害を与えないよう

に注意する必要があります。故意又は不注意により，被保佐人に損害が生じた

場合，保佐人は賠償責任を負います。 

重要な財産を処分する場合で，保佐人だけでは判断に困ることがあるときは，

事前に，家庭裁判所に相談してください。その場合，上申書（参考書式⑤）を

提出していただき，処分しようとしている財産や処分の方法などについて，説

明していただく場合もあります。 

２ 自宅不動産の処分（本人の不動産の処分につき代理権が付与されている場合） 

  被保佐人の自宅を処分する場合は，家庭裁判所の許可が必要ですので注意し

てください（Ｑ３４参照）。 
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注意が必要な仕事（自宅の処分について） 
 
 

 

 

 

 

 

 被保佐人の自宅の土地・建物を売却したり，抵当権の設定をすること，建物を

取り壊すこと，あるいは借りているアパートの契約を解除することについては，

家庭裁判所の許可の審判が必要です。具体的には，｢居住用不動産の処分の許可｣

の申立てが必要となりますが，財産管理の代理権のうち，被保佐人の不動産処分

についての代理権が保佐人に付与されている場合でも，事前に当該許可審判を得

ておくことが必要ですので，早めに家庭裁判所に相談してください。 

 なお，保佐人が同意権を行使して被保佐人が売却手続を行う場合には，「居住

用不動産の処分の許可」の申立ては必要ありません。 

 

 １ 居住用不動産の処分許可の申立て 

被保佐人の自宅として居住する不動産のことを居住用不動産といいます。居 

住用不動産は，被保佐人が現に住居として使用している不動産に限らず，被保

佐人が現在は病院や施設に入所しているために居住していないが，将来居住す

る可能性がある不動産や過去に居住したことがある不動産なども含まれる場合

があります。許可が必要かどうかの判断に迷った場合は，事前に家庭裁判所へ

相談してください。  

 ２ 「処分」とは 
処分には，売却のほか，取壊し，賃貸借の解除，担保権の設定・追加，賃貸

なども含まれます。許可の審判を受けずに居住用不動産を処分した場合，その

契約は無効になります。 

 ３ 処分の必要性と相当性の有無 

 

被保佐人は，入院が長引いていて，自宅に戻ることは難しい状態です。被保

佐人の自宅が空き家になっていて不用心なので，売却したいと思っています。

問題はありますか。 

Ｑ３４ 被保佐人の自宅の処分 

Ａ 

本人の不動産処分について代理権を付与されている場合 
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家庭裁判所が許可をするか否かを判断する際，処分の必要性の有無を検討し 

ます。手持ちの流動資産が乏しいため，資産を確保するために居住用不動産を

処分するという場合には必要性があるといえますが，被保佐人の利益にならな

い場合は，必要性があるとはいえません。また，売却の場合は適正価格で売却 

していただく必要があり，その裏付けとなる資料を提出してください。 

家庭裁判所が許否の判断をするには，契約内容を確認する必要がありますの

で，契約書の案や見積書などの書類を提出していただくことになります。さら

に，審理には日数を要することがありますので，実際に契約を締結する日まで

余裕を持って申立てをするようにしてください。 

４ 報告について 

許可を受けた処分の手続が終了したら，許可どおりの手続が終了したことを

上申書（参考書式⑤）に記入し，それが分かる資料（全部事項証明書（不動産

登記簿謄本），契約書，金銭の移動が分かる通帳のコピー，費用明細書など）

を添付して，家庭裁判所へ提出してください。  

（参考条文 民法８７６条の５第２項，８５９条の３） 
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注意が必要な仕事（遺産分割をするとき） 
 
 

 

 

 

 

 

 遺産分割協議に当たっては，原則として被保佐人の法定相続分（民法９００条

参照）を確保してください。 

 

１ 被保佐人の相続分について 

遺産分割協議においては，被保佐人の相続分について，原則として法定相続

分を確保してください。それが，相続における被保佐人の権利を守ることにな

るからです。 

２ 家庭裁判所の調停の利用 

相続人の間で意見がまとまらず，分け方が決まらない場合は，家庭裁判所の

調停を利用する方法もあります。 

３ 臨時保佐人選任の申立て 

なお，保佐人と被保佐人がともに相続人である場合には，遺産分割協議に当

たり，「臨時保佐人選任の申立て」が必要になります（Ｑ３６参照）。 

 

 近々，遺産分割が予定されていますが，被保佐人は相続人の１人です。遺産分

割協議に当たり，被保佐人の相続分（取り分）をどのように決めたらよいか，思

案しています。 

Ｑ３５ 遺産分割に当たっての留意点 

Ａ 

遺産分割の代理権を付与されている場合 
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注意が必要な仕事（利益が相反するとき） 
  

 

 

 

 

 

 

 保佐人が，自分の立場と被保佐人の法定代理人という２つの立場を同時に持つ

場合，利益が相反するため，その手続だけを行う代理人を選ぶ必要があります。

これを臨時保佐人といいます。 

 

１ 臨時保佐人とは 

保佐人が，自分の立場と被保佐人の法定代理人という２つの立場を兼ねてし

まうと，その気になれば，自分の取り分を多くして，被保佐人の取り分を少な

くすることも可能です。このような関係のことを「利益相反」といいます。 

 利益相反になると，被保佐人の利益が守られない事態も予想されることから，

被保佐人と利益相反せず，被保佐人のため公正に同意権，代理権が行使できる

別の人を，被保佐人の代理人に選任します。この代理人を「臨時保佐人」とい

います。遺産分割の場合のほかにも，保佐人と被保佐人との間で不動産売買な

どの取引を行う場合などが「利益相反」に当たります。 

２ ｢臨時保佐人選任｣の申立て 

臨時保佐人を選任するには，まず，家庭裁判所に｢臨時保佐人選任｣の申立て

をしてください。そして，家庭裁判所が臨時保佐人を選任します。臨時保佐人

選任の申立ての際には，利益相反の関係に当たる行為について具体的に記載し

てください。 

なお，臨時保佐人候補者は，目的となっている取引等について被保佐人と利

 

被保佐人が私たち夫婦の一人息子で，私はその保佐人となっています。 

先日，夫が死亡したため遺産分割を行うことになりましたが，手続の際に司法

書士から「利益相反になるので臨時保佐人の選任が必要」と言われました。これ

はどういう意味ですか。 

Ｑ３６ 保佐人と被保佐人の利益が相反する場合 

Ａ 

遺産分割の代理権を付与されている場合 



 

- 60 - 
 

益相反の関係にない者でなければなりません。遺産分割の場合は，遺産分割協

議書案を添付してください。 

 臨時保佐人は，その手続だけのために選ばれるものですから，手続（例えば

遺産分割）が終われば，当然に仕事は終了します。 

３ 保佐監督人が選任されている場合 

保佐監督人（Ｑ３８参照）が被保佐人を代理することで足り，臨時保佐人の

選任申立ては不要です。 

（参考条文 民法８７６条の２第３項） 
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保佐監督（保佐人の責任） 
  

 

 

 

  Ｑ１７を参照してください。ただし，Ｑ１７中，「後見」とあるのを「保佐」

と読み替えてください。 

 

保佐監督（保佐監督人とは） 

 
 

 

 

 

 例えば，被保佐人の財産が多額な場合，利益相反の場合その他きめ細かな監督

が必要なときに，保佐監督人を選任しています。 

 また，保佐人が保佐事務に習熟するまでの間，保佐監督人に指導をお願いする

こともあります。 

  なお，後見等事務報告書，財産目録及び添付資料は保佐監督人に提出し，保佐

監督人の確認を受けることになりますのでご注意ください。 

 

保佐監督人は，被保佐人やその親族又は保佐人の請求により，あるいは家庭判

所の職権で選任されるもので，保佐開始と同時に選任されることもあれば，保佐

開始後に必要に応じて選任されることもあります。多くの場合，保佐監督人には，

弁護士，司法書士，社会福祉士など，専門の見識を持った方が選任されています。 

保佐監督人は，保佐人に対し，随時被保佐人の財産状況につき報告を求め，必

要な指示を行います。保佐人は，保佐監督人の指示に従う必要があり，これに従

わない場合には，保佐人を解任されることがあります（Ｑ１７参照）。 

 

保佐人としての責任が問われるのは，どんな場合ですか。 

Ｑ３７ 保佐人の責任が問われる場合 

Ａ 

 

このたび，保佐監督人が選任されましたが，なぜでしょうか。 

Ｑ３８ 保佐監督人とは 

Ａ 
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家庭裁判所に対する報告等も保佐監督人を通して行うことが原則となるた

め，保佐事務の進め方については，保佐監督人と打合せを十分に行ってくださ

い。 

  このように保佐人は，保佐監督人から常時監督を受けることになりますが，

保佐事務の方針に迷う場合などには，保佐監督人に相談し，指示を仰ぐことが

できます。 

なお，保佐人と被保佐人の利益が相反する場合，被保佐人のために臨時保佐

人の選任が必要なことはＱ３６で述べたとおりですが，保佐監督人が選任され

ている場合は，保佐監督人が被保佐人を代理し，又は保佐監督人が同意権の行

使をします。 

（参考条文 民法８７６条の３，８５１条） 
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仕事の終了（被保佐人が死亡したとき） 
  

 

 

 

 被保佐人が亡くなったときは，まず家庭裁判所に連絡してください。そして，

財産管理の代理権を付与されていた場合には，被保佐人死亡後２か月以内に管理

の計算をし，被保佐人の相続人に，管理していた財産を引き継ぎ，後見等事務終

了報告書等を家庭裁判所に提出してください。 

 

１ 保佐終了 

被保佐人が死亡すると，保佐は終了します。保佐人は，最後の仕事として，

次の事後処理を行ってください。 

２ 保佐終了後の事後処理 

 (1) 家庭裁判所に対して行う手続 

ア 被保佐人が死亡したことを電話等で速やかにご連絡ください。 

イ 後見等事務終了報告書（参考書式④）及び本人の死亡診断書のコピー又

は死亡の記載のある戸籍の全部事項証明書を提出してください。 

ウ 上記ア及びイのほか，保佐人に財産管理の代理権が付与されている場合

で，①保佐人が相続人ではない場合，②保佐人が相続人であっても報酬付

与の申立てをする場合，のいずれかに当たる場合には，被保佐人の死亡し

た日を基準日とし，定期報告（Ｑ２６，Ｑ３参照）と同様の報告をしてく

ださい。 

  この報告後，相続人に対し，作成した財産目録とともに被保佐人の財産

を引き継ぎ，相続人から受領書の交付を受け，その写しを家庭裁判所に提

出してください。 

エ 保佐監督人が選任されている場合は，財産目録について保佐監督人の確

 

被保佐人が死亡したときは，どうしたらよいでしょうか。 

Ｑ３９ 被保佐人が亡くなったとき 

Ａ 
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認が必要となりますので，保佐監督人へ提出してください。家庭裁判所へ

の報告は，保佐監督人が行います。 

(2) 東京法務局民事行政部後見登録課に対して行う手続 

   後見等終了の登記申請書（参考書式⑧）を提出してください（問合せ先は

Ｑ１参照）。 

(3) 被保佐人の相続人に対して行う手続 

財産管理の代理権を付与され財産を管理していた場合には，管理していた

被保佐人の財産を計算し，財産目録（参考書式②－３）とともに被保佐人の

財産を引き継ぎ，受領書の交付を受けます。 

３ 保佐終了後の支出 

 保佐人に財産管理の代理権が付与されている場合でも，被保佐人死亡後は，原

則として保佐人として被保佐人の財産から支出することはできません。 

（参考条文 民法８７６条の５第３項，民法８７０条，８７１条，後見登記等に

関する法律８条） 
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仕事の終了（保佐人の辞任） 
 

 

 

 

 

 保佐人は正当な事由がある場合には，家庭裁判所の許可を得て辞任できます。

家庭裁判所に，「保佐人の辞任許可の申立て」をしてください。 

 

１ 保佐人の辞任について 

保佐人は，被保佐人の権利や財産を守るため，家庭裁判所に適任であると認

められて選任されたわけですから，保佐人の都合で自由に辞任できることにす

ると，被保佐人の利益が守られなくなるおそれがあります。そこで，保佐人が

辞任するには，正当な事由がある場合に限られ，家庭裁判所の許可を得て初め

て辞任することができます。 

 「正当な事由」の例として，病気や高齢のほかに，保佐人が遠隔地に転居す

ることになり保佐人の仕事を円滑に行えなくなった場合などが考えられます。 

２ 保佐人の選任の申立てについて 

保佐人が辞任した場合は，ほかに保佐人がいる場合を除いて，新しい保佐人

を選ばなくてはなりません。そこで，被保佐人の権利保護に支障をきたさない

ように，「保佐人の辞任の許可の申立て」と同時に，後任の保佐人を選任する

ための「保佐人選任の申立て」をしてください（具体的な手続については，家

庭裁判所にお問合せください）。 

３ 保佐人の欠格事由の発生 

なお，保佐人が破産開始決定を受けたり，保佐人，保佐人の配偶者（妻・夫），

保佐人の直系親族（父・母・子・祖父母・孫など）が被保佐人に対して訴訟を

起こしたりした場合には，保佐人を務める資格がなくなりますので，必ず家庭

裁判所に連絡してください。 

（参考条文 民法８７６条の２第２項，８４４条，８４５条，８４７条） 

 

病気や高齢により，保佐人の仕事を続けることができなくなった場合は，ど

うすればよいですか。 

Ｑ４０ 保佐人の辞任 

Ａ 
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仕事の終了（その他の終了） 
  

 

 

 

 

 

 １ 被保佐人の死亡，保佐人の辞任以外に保佐人の仕事が終了するのは，①被

保佐人の判断能力が回復して保佐開始の審判が取り消されたとき，②新たに

被保佐人が，後見開始または補助開始の審判を受けて保佐開始の審判が取り

消されたとき，③保佐人が解任されたときです。 

２ 財産管理の代理権が付与されている場合，仕事が終了した際に大事なこと

は，財産の引継ぎです。保佐人は，それまで管理していた被保佐人の財産に

ついて，管理の計算をし，被保佐人又は新しい保佐人等に財産を引き継ぎま

す。そして，後見等事務終了報告書等を家庭裁判所に提出して，保佐人の仕

事が終了します。 

 

１ 仕事の終了 

(1) 被保佐人の判断能力が回復して保佐開始の審判が取り消されたとき 

被保佐人の判断能力が回復して，保佐人が必要なくなった場合には，家庭

裁判所に「保佐開始の審判の取消し」の申立てをしてください。取消しの審

判が出たら，保佐人の仕事は終了します。 

保佐人に財産管理の代理権が付与されている場合，被保佐人であった本人

に財産を引き継ぎます。 

 (2) 新たに被保佐人が，後見開始審判，補助開始審判を受けたとき 

  このような場合，保佐開始審判は職権で取り消されます（民法１９条１項，

２項）ので，保佐人としての仕事は終了します。 

 

１ 被保佐人の死亡，保佐人の辞任以外に保佐人の仕事が終了する場合につい

 て教えてください。 

２ 保佐人が仕事を終えるときには，何をしたらよいでしょうか。 

Ｑ４１ その他の終了 

Ａ 
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  保佐人に財産管理の代理権が付与されている場合には，新たに選任された

後見人か補助人に財産を引き継ぎます。ただし，補助人に引き継ぐ場合，補

助人に財産管理の代理権が付与されていることが必要です。補助人に財産管

理の代理権が付与されていない場合は，被保佐人であった本人に財産を引き

継ぐことになります。 

(3) 保佐人が解任されたとき（Ｑ１７を参照してください。ただし，Ｑ１７中，

「後見」とあるのを「保佐」と読み替えてください。） 

２ 管理の計算 

 財産管理の代理権を付与されている場合には，保佐人の仕事が終了してから

２か月以内に，それまで管理していた被保佐人の財産について，管理の計算を

しなければなりません。 

計算が終わったら，財産を引き継ぎ，後見等事務終了報告書（参考書式④）

等を家庭裁判所に提出してください（Ｑ３９参照）。 

保佐監督人が選任されている場合は，保佐監督人の確認が必要になりますの

で，保佐監督人へ提出するようにしてください。家庭裁判所への報告は，保佐

監督人が行います。 

３ 保佐人の死亡 

万一，保佐人ご自身が死亡した場合に備えて，保佐人のご親族のどなたかか

ら家庭裁判所にその旨を連絡いただけるよう，ご手配お願いいたします。被保

佐人の権利保護に支障をきたさないよう，すみやかに新しい保佐人を選ばなけ

ればなりません。 

また，財産管理の代理権が付与されている場合，新しい保佐人に対する財産    

の引継ぎは，前の保佐人のご親族にお願いすることになりますので，その旨も

ご親族に伝えておいてください。 

（参考条文 民法１４条，１９条，８７６条の５第３項，８７０条，８７１条） 



 

   ― 補助人Ｑ＆Ａ ― 
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補助人の役割 

 補助人は，被補助人の意思を尊重しながら，その心身の状態及び生活状況に十分

配慮して，与えられた同意権や代理権の範囲内で，被補助人の生活，療養看護及び

財産に関する事務を行います。補助人として行為できることは，審判によって定め

られた同意権・代理権の範囲に限定されます。 

１ 補助人は，認知症，知的障害，精神障害などにより判断能力は失われていない

ものの不十分な方（自己の財産を管理，処分するには援助が必要な場合があると

いう程度の方，すなわち，重要な財産行為を自分でできるかもしれないが，その

行為により自分に生じる権利，義務や損得などの判断をした上で行為できるかど

うか危惧があるので，本人の利益のためには誰かに代わってやってもらった方が

よい程度の方）に対して，補助開始の審判とともに被補助人を援助する人として

選任されます。補助開始の審判の際，特定の法律行為についての代理権や同意（取

消）権が補助人に付与されます。 

２ 被補助人には，不十分ながらも判断能力が残されていますので，補助人に代理

権や同意（取消）権が付与された行為も自ら行うことが可能です。したがって補

助人の主な仕事は，被補助人の意思を尊重し，かつ被補助人の心身の状態に配慮

しながら，与えられた代理権，同意（取消）権を適切に行使することとなります。 

３ 同意（取消）権の対象となっている行為については，補助人の判断で同意を与

えたり，取り消したりすることができますが，日用品（食料品か衣料品等）の購

入など「日常生活に関する行為」については補助人の同意を得る必要はなく，取

消しの対象にもなりません。また代理権が付与されていれば，その行為について

補助人は代理権を行使し，被補助人に代わって行うことができます。 

４ 補助人は，申立てのきっかけとなったこと（保険金の受取り，遺産分割等）だ

けをすればよいものではなく，被補助人の判断能力が回復して補助が取り消され

たり，被補助人が死亡するまで原則として被補助人のために活動する義務が続き

ます。ただし，補助人に付与された同意（取消）権や代理権がすべて取り消され
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た場合は，補助が取り消され補助人としての活動も終了することになります。 

５ 補助人は，必要に応じて家庭裁判所に連絡や相談をしていただくほか，家庭裁

判所の監督を受けることになっています。 

なお，補助監督人が選任された場合は，補助監督人の監督も併せて受けること

になります。 

６ 家庭裁判所や補助監督人に対する報告は，補助人としての重要な職務ですから，

報告期限に遅れることのないようにしてください。もし遅れた場合は，職務違反

を理由として補助人を解任されることがあります。 
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補助人に就任（補助人に選ばれたことを証明するには） 
 
 

 

 

 

 法務局で登記事項証明書の交付を受けて，これを提示してください。 

 詳しくはＱ１を参照してください。ただし，Ｑ１中，「後見」とあるのを「補

助」と読み替えてください。 

 

補助人の権限１（同意権，取消権） 

 

 

 

 

補助人は，被補助人が行おうとする行為について，その必要性や被補助人の意

向を聴取し，同意を与えるか，与えないかの判断をします。また，補助人の同意

がないまま被補助人が行った行為について，取消しをするか，同意をするかを判

断します。 

 

１  同意権について 

 (1) 同意権とは 

被補助人は，補助人の同意を要すると家庭裁判所で定められた

行為を行うとき，あらかじめ補助人の同意を得る必要があります。

このとき，補助人が被補助人の行為に同意を与えるかどうかの判

断をする権限を同意権といいます。 

  (2) 同意権の行使の仕方 

同意権の行使方法に決まった方法はありませんが，例えば被補

助人の行為に同意する場合には，契約書等に被補助人が署名押印

した後に，「上記行為（又は契約）に同意します。」などと記載

 
補助人であることの証明を求められたときは，どうすればよいのでしょうか。 

 

Ｑ４２ 補助人であることの証明 

Ａ 

 
同意権，取消権とは何ですか。同意権，取消権を行使する場合には，どのよ

うなことに注意すればよいでしょうか。 

 

Ｑ４３ 補助人の権限１ 

Ａ 
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し，「被補助人△△△△補助人□□□□」として補助人が署名押

印します。 

 ２  取消権について 

  (1) 取消権とは 

    家庭裁判所の審判により同意を要すると定められた法律行為

について，被補助人が補助人の同意を得ないで，契約などを行っ

てしまうことがあります。そのような場合，補助人は，その行為

が被補助人にとって不利益であればこれを取り消し，不利益が特

にないと考えられる場合にはこれを追認します。 

  (2) 取消権の行使の仕方 

    取消権の行使は，補助人から相手方に対する意思表示により行

います。最小限，法律行為（契約など）を特定し，それを取り消

す旨を表示することが必要で，それで足ります。例えば，「被補

助人△△と貴殿とが（××年××月日に）した□□の売買契約を

取り消す。」で足りますが，加えて問題の解決方法（精算のため

の示談を望むとか民事訴訟を提訴するなど）を示すこともありま

す。 

なお，口頭でも取消しの効力は生じますが，争われたときに備

えて証拠として内容証明郵便で出しておくことが望ましいでし

ょう。 

３ 同意（取消）権の追加 

  新しい事柄についてさらに同意権が必要になった場合には，新た

に審判が必要になります。したがって，補助人に対する同意権の付

与の申立てをしてください。補助人に同意権を付与する場合には，

被補助人の同意が必要です。家庭裁判所は，被補助人の意見を聞い

た上で，追加の必要性等を考慮して審判します。 

（参考条文 民法１３条，１７条） 
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＜民法１３条１項に定める行為＞ 
１号 元本を領収し，又はこれを利用すること  

「元本」とは，地代，家賃，利息などを生じる財産のことです。貸した土

地，建物，お金を返してもらったり，これらを他人に貸したり預けたり

することが含まれます。  

(1) 預貯金の払戻し  

(2) 金銭の利息付き貸付け など  

２号 借財をしたり保証をすること  
お金を借りたり，他人の債務の保証人になること  

(1) 金銭消費貸借契約の締結  

(2) 債務保証契約の締結 など  
３号 不動産やその他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること 
   本人の日常生活に関する行為には当たらない，相当の対価を伴う次のような行

為が含まれます。  

(1) 本人所有の土地又は建物の売却  

(2) 本人所有の土地又は建物についての抵当権の設定  

(3) 贈与又は寄付行為  

(4) 商品取引又は証券取引  

(5) 通信販売（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ取引を含む）又は訪問販売による契約の締結  

(6) クレジット契約の締結  

(7) 金銭の無利息貸付け  

４号 訴訟行為をすること 

      訴訟を起こしたり，訴訟を取り下げたりすることなど  

５号 贈与，和解又は仲裁合意をすること  
６号 相続の承認，放棄又は遺産の分割をすること  
７号 贈与の申込みの拒絶，遺贈の放棄，負担付贈与の申込みの承諾又

は負担付遺贈の承認をすること  
        贈与や遺贈を断ったり，何かを負担することを条件とした贈与や遺贈を受け

ることを承諾すること  

８号 新築，改築，増築又は大修繕をすること  
９号 民法６０２条（短期賃貸借）に定めた期間を超える賃貸借をすること  
    宅地を５年以上，建物を３年以上，動産を半年以上にわたって貸す契

約をすること 

１０号 前各号に掲げる行為を，制限行為能力者（未成年者，成年被後見人，

被保佐人及び民法１７条１項の審判を受けた被補助人をいう。）の法定

代理人としてすること【令和２年４月１日施行】 

 

なお，同意（取消）権の対象となる行為は，民法１３条第１項に規定された

ものの一部に限られます。（民法第１７条第１項）。
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補助人の権限２（代理権）  
 
 
 
 
 

審判で定められた特定の法律行為について，被補助人に代わって補

助人が法律行為を行うことのできる権限を代理権といいます。  
 

１ 代理権について 

補助人が行う代理権は，申立てにより審判で定められます。補助

人として代理できる行為は，審判によって定められた代理権の範囲

に限定されます。補助人に選任された人は，まず，自分にどのよう

な代理権が付与されているのかを，審判書の謄本でよく確認してく

ださい。 

２ 代理権の追加，取消 

補助人が選任された後，新しい事柄について代理権が必要になっ

た場合には，新たに審判の申立てが必要になります。したがって，

家庭裁判所に補助人に対する代理権の付与の申立てをしてくださ

い。 

    なお，補助人に代理権を付与する場合には，被補助人の同意が必

要です。家庭裁判所は，被補助人の意向を確認し，追加の必要性等

を考慮して審判することになります。 

    また，付与された代理権の必要がなくなったり，内容が特定の不

動産の売却のようなものであった場合には，代理権の対象となった

行為の終了に伴って代理権の付与の審判の取消しを申し立てるこ

ともできます。 

   （参考条文 民法８７６条の９）  

 
 
 
 
 
 

 
代理権とは何ですか。代理権を行使するにはどのようなことに注意すればよ

いでしょうか。 

Ｑ４４ 補助人の権限 

Ａ 



 

- 74 - 
 

補助人の権限３（同意権・代理権の取消） 
 
 
 
 
 
 

審判に定められた同意を要する行為や代理権を有する行為がすべ

て終わってしまったときは，速やかに家庭裁判所に対し，付与された

同意権，代理権の取消しの審判を申し立ててください。  

 

１ 同意権・代理権が終了した場合 

  補助人には，審判で定められた事項についてのみの同意権や代理権しか与え

られていませんので，例えば遺産分割手続を行う代理権のみを有している補助

人は，対象となった遺産分割手続が完了してしまったり，被補助人が同意を要

する行為を行う可能性がなくなってしまうなど，これ以上補助人として代理権

を行使したり，被補助人の法律行為に同意したりすることがなくなってしまう

場合があります。 

 審判に定められた同意を要する行為や代理権を有する行為が終わってしま

ったときは，そのままの状態を放置することなく，速やかに家庭裁判所に対し

て，付与された同意権，代理権の取消の審判を申し立ててください。申立てが

認められ，補助人に与えられていた同意権，代理権のすべてが取り消された場

合には，家庭裁判所は職権で補助開始の審判を取り消し，補助人としての仕事

も終了します。終了時には，家庭裁判所に対して後見等事務終了報告書（参考

書式④）を提出していただきます。 

２ 登記手続 

職権で補助開始の審判を取り消した場合，補助開始の登記の抹消手続は家庭

裁判所が行います。 
（参考条文 民法１８条，８７６条の９第２項，８７６条の４） 

 
審判で定められた同意を要する行為や代理権を有する行為が全て終わってし

まったときはどうすればよいでしょうか。 

Ｑ４５ 同意権・代理権の取消し 

Ａ 
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最初の仕事（収支予定表・財産目録の作成と提出） 
 
 

 

 

 

  

補助人は，付与された代理権の範囲内で，被補助人の資産を管理していくこと

になります。審判書で定められた代理権のうち，どのような財産管理の代理権が

付与されているかを確認してください。その上で，その代理権の範囲内で被補助

人の収入，支出，財産，負債などを調査し，それをもとに収支予定を立てて，被

補助人の「収支予定表」（参考書式②－１）と「財産目録」（参考書式 ②－３）

を作成し，家庭裁判所に提出してください。 

詳しくはＱ２を参照してください。ただし，Ｑ２中，「後見」とあるのを「補

助」と読み替えてください。 

 

  

  
補助人に選任されて，財産管理についての代理権を付与されました。まず行

わなければならないことは何ですか。 

Ｑ４６ 補助人の最初の仕事 

Ａ 

財産管理の代理権を付与されている場合 
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裁判所への報告（報告書の作成と提出） 
 
 

 

 

 

 Ｑ３を参照してください。ただし，Ｑ３中，「後見」とあるのを「補助」と読

み替えてください。また，財産目録及び資料については，財産管理の代理権を付

与されている場合に提出が必要となります。 

 

裁判所への報告（家庭裁判所への連絡） 
 
 

 

 

 

Ｑ２７を参照してください。ただし，Ｑ２７中，「保佐」とあるのを「補助」

と読み替えてください。 

  

 

補助人から家庭裁判所に連絡をするのは，どのような場合ですか。 

Ｑ４８ 家庭裁判所への連絡 

Ａ Ａ 

 

家庭裁判所への定期的な報告は，どのようにすればよいでしょうか。 

Ｑ４７ 定期的な報告書の作成と提出 

Ａ 
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日常の仕事（出納記録をつける） 
  
 
 
 

 

 

 

 

 Ｑ６を参照してください。ただし，Ｑ６中，「後見」とあるのを「補助」と読 

み替えてください。 

 

日常の仕事（預貯金の管理のしかた） 
 
 

 

 

 

 

 

 

  Ｑ７を参照してください。ただし，Ｑ７中，「後見」とあるのを「補助」と読  

み替え，３の「後見制度支援信託について」は，対象外のため除きます。 

 

日常の仕事（支出できるもの，できないもの） 
 
 

 

 

 

 Ｑ８を参照してください。ただし，Ｑ８中，「後見」とあるのを「補助」と読

み替えてください。 

 

被補助人の生活費など，お金の出入りについて，出納帳をつけなければなり

ませんか。私自身，日ごろ出納帳をつける習慣がなく，心理的にかなり負担に

思います。 

Ｑ４９ 出納の記録 

 

１ 被補助人名義の預金がありますが，補助が開始された後，口座の名義を変

える必要がありますか。 

２ 最近は金利が低いので，元本割れの危険はあるものの，利回りがよい方法

で運用してもよいでしょうか。 

Ｑ５０ 預貯金の管理のしかた 

 

被補助人のお金を使う際，具体的に，どのようなものに支出してよいのでし

ょうか。 

Ｑ５１ 財産から支出できるものと，支出できないもの 

Ａ   

Ａ 

Ａ 

財産管理の代理権を付与されている場合 

財産管理の代理権を付与されている場合 

財産管理の代理権を付与されている場合 
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日常の仕事（補助人の住所などの変更） 
  

 

 

 

 

 Ｑ９を参照してください。ただし，Ｑ９中，「後見」とあるのを「補助」と読

み替えてください。 

 

補助人に選ばれた後，転居したため住所が変わりました。何か手続が必要で

すか。 

Ｑ５２ 住所などに変更が生じた場合 

Ａ 
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注意が必要な仕事（補助人の報酬について） 
  

 

 

 

 

 Ｑ１０を参照してください。ただし，Ｑ１０中，「後見」とあるのを「補助」

と読み替えてください。 

 

注意が必要な仕事（財産の処分について） 
  

 

 

 

 

 Ｑ３３を参照してください。ただし，Ｑ３３中，「保佐」とあるのを「補助」

と読み替えてください。 

 

注意が必要な仕事（自宅の処分について） 
 
 

 

 

 

 

 

 Ｑ３４を参照してください。ただし，Ｑ３４中，「保佐」とあるのを「補助」

と読み替えてください。 

                                             

 

補助人には報酬が支払われると聞きましたが，そのためには，どのような手

続が必要ですか。 

Ｑ５３ 報酬の付与 

 

 医療費の支払にあてるため，被補助人の財産を処分したいのですが，注意す

ることはありますか。 

Ｑ５４ 被補助人の財産の処分 

 

被補助人は，入院が長引いていて，自宅に戻ることは難しい状態です。被補

助人の自宅が空き家になっていて不用心なので，売却したいと思っています。

問題はありますか。 

Ｑ５５ 被補助人の自宅の処分 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

財産管理の代理権を付与されている場合 

本人の不動産処分について代理権を付与されている場合 
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注意が必要な仕事（遺産分割をするとき） 
 
 

 

 

 

 

 

 Ｑ３５を参照してください。ただし，Ｑ３５中，「保佐」とあるのを「補助」

と読み替えてください。 

 

注意が必要な仕事（利益が相反するとき） 
  

 

 

 

 

 

 

 Ｑ３６を参照してください。ただし，Ｑ３６中，「保佐」とあるのを「補助」

と読み替えてください。 

 

 近々，遺産分割が予定されていますが，被補助人は相続人の１人です。遺産分

割協議に当たり，被補助人の相続分（取り分）をどのように決めたらよいか，思

案しています。 

Ｑ５６ 遺産分割に当たっての留意点 

 

被補助人が私たち夫婦の一人息子で，私はその補助人となっています。 

先日，夫が死亡したため遺産分割を行うことになりましたが，手続の際に司法

書士から「利益相反になるので臨時補助人の選任が必要」と言われました。これ

はどういう意味ですか。 

Ｑ５７ 補助人と被補助人の利益が相反する場合 

Ａ 

Ａ 

遺産分割の代理権を付与されている場合 

遺産分割等の代理権を付与されている場合 



 

- 81 - 
 

補助監督（補助人の責任） 
  

 

 

 

Ｑ１７を参照してください。ただし，Ｑ１７中，「後見」とあるのを「補助」

と読み替えてください。 

 

補助監督（補助監督人とは） 
 

 

 

 

Ｑ３８を参照してください。ただし，Ｑ３８中，「保佐」とあるのを「補助」

と読み替えてください。 

 

 

 

 

  

 

このたび，補助監督人が選任されましたが，なぜでしょうか。 

Ｑ５９ 補助監督人とは 

Ａ 

 

補助人としての責任が問われるのは，どんな場合ですか。 

Ｑ５８ 補助人の責任が問われる場合 

Ａ 
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仕事の終了（被補助人が死亡したとき） 
  

 

 

 

 Ｑ３９を参照してください。ただし，Ｑ３９中，「保佐」とあるのを「補助」

と読み替えてください。                   

                    

仕事の終了（補助人の辞任） 
 
 

 

 

 

 

 Ｑ４０を参照してください。ただし，Ｑ４０中，「保佐」とあるのを「補助」

と読み替えてください。 

 

  

 

被補助人が死亡したときは，どうしたらよいでしょうか。 

Ｑ６０ 被補助人が亡くなったとき 

 

病気や高齢により，補助人の仕事を続けることができなくなった場合は，ど

うすればよいですか。 

Ｑ６１ 補助人の辞任 

Ａ 

Ａ 
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仕事の終了（その他の終了） 
  

 

 

 

 

 

 １ 被補助人の死亡，補助人の辞任以外に補助人の仕事が終了するのは，①付

与された同意権，代理権がすべて取り消され，補助開始の審判が取り消され

たとき，②被補助人の判断能力が回復して補助開始の審判が取り消されたと

き，③新たに被補助人が，後見開始または保佐開始の審判を受けて補助開始

の審判が取り消されたとき，④補助人が解任されたときです。 

２ 財産管理の代理権が付与されている場合，仕事が終了した際の大事なこと

は，財産の引継ぎです。補助人は，それまで管理していた被補助人の財産に

ついて，管理の計算をし，被補助人もしくは新しい補助人等に財産を引き継

ぎます。そして，後見等事務終了報告書等を家庭裁判所に提出して，補助人

の仕事が終了します。 

 

１ 仕事の終了 

 (1) 付与された同意権，代理権がすべて取り消されたとき（Ｑ４５参照） 

(2) 被補助人の判断能力が回復して補助開始の審判が取り消されたとき 

被補助人の判断能力が回復して，補助人が必要なくなった場合には，家庭

裁判所に「補助開始の審判の取消し」の申立てをしてください。取消しの審

判が出たら，補助人の仕事は終了します。 

補助人に財産管理の代理権が付与されている場合，被補助人であった本人

に財産を引き継ぎます。 

 (3) 新たに被補助人が，後見開始審判，保佐開始審判を受けたとき 

 

１ 被補助人の死亡，補助人の辞任以外に補助人の仕事が終了する場合につい

て教えてください。 

２ 補助人の仕事を終えるときには，何をしたらよいでしょうか。 

Ｑ６２ その他の終了 

Ａ 
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  このような場合，補助開始審判は職権で取り消されます（民法１９条１項，

２項）ので，補助人としての仕事は終了します。 

  補助人に財産管理の代理権が付与されている場合には，新しく選任された

後見人か保佐人に財産を引き継ぎます。ただし，保佐人に引き継ぐ場合，保

佐人に財産管理の代理権が付与されていることが必要です。保佐人に財産管

理の代理権が付与されていない場合は，被補助人であった本人に財産を引き

継ぐことになります。 

(4) 補助人が解任されたとき（Ｑ１７を参照してください。ただし，Ｑ１７中，

「後見」とあるのを「補助」と読み替えてください。） 

２ 管理の計算 

 財産管理の代理権を付与されている場合には，補助人の仕事が終了してから

２か月以内に，それまで管理していた被補助人の財産について，管理の計算を

しなければなりません。 

 計算が終わったら，財産を引き継ぎ，後見等事務終了報告書（参考書式④）

等を家庭裁判所に提出してください（Ｑ３９参照。ただし，Ｑ３９中，「保佐」

とあるのを「補助」と読み替えてください。）。 

補助監督人が選任されている場合は，補助監督人の確認が必要になりますの

で，補助監督人へ提出するようにしてください。家庭裁判所への報告は，補助

監督人が行います。 

３ 補助人の死亡 

万一，補助人ご自身が死亡した場合に備えて，補助人のご親族のどなたかか

ら家庭裁判所にその旨を連絡いただけるよう，ご手配お願いいたします。被補

助人の権利保護に支障をきたさないよう，すみやかに新しい補助人を選ばなけ

ればなりません。 

また，財産管理の代理権が付与されている場合，新しい補助人に対する財産    

の引継ぎは，前の補助人のご親族にお願いすることになりますので，その旨も
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ご親族に伝えておいてください。 

（参考条文 民法１８条，１９条，８７６条の１０第２項，８７０条，８７１条）
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家庭裁判所に連絡する際の注意 

 

１ 家庭裁判所への連絡について 

 後見人等としての仕事を行う上で，わからないことや判断に迷うことがあった

場合は，あなたを後見人等に選んだ家庭裁判所（次のページの「連絡先一覧」を

参照）までお問合せください。事前にご連絡のないまま裁判所に来庁しても，お

話をうかがう担当者が不在であったり，ほかの方の対応のため長時間お待たせし

たりする場合がありますので，まず電話連絡をして，日時を調整のうえ，来庁し

てください。 

２ 家庭裁判所に電話連絡する際の注意点 

(1) 家庭裁判所に電話をかけたら，電話に出た職員に，「書記官室の後見事件の

担当部署へ」とお伝えください。電話が切り替わったら，最初にご本人の名前

を告げ，つぎにご本人とあなたの関係，あなたの名前を告げてください。 

（例：「甲山太郎の後見人をしている乙川花子です。」） 

(2) できるだけ，あらかじめお問合せになりたいことがらを整理しておき，関係

する資料や書類をお手元に準備してからお電話ください。 

なお，内容によっては，すぐに回答できない場合や，書面で事情を説明して

いただくこともあります。また，さらに詳しくお話を伺うために家庭裁判所ま

でお出でいただく場合もあります。 
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連絡先一覧 

  静岡家庭裁判所 後見係 

   〒４２０－８６０４ 静岡市葵区城内町１－２０ 

   電話 ０５４－２７３－８７７３（ダイヤルイン） 

  静岡家庭裁判所沼津支部 後見係 

   〒４１０－８５５０ 沼津市御幸町２１－１ 

    電話 ０５５－９３１－６０４４（ダイヤルイン） 

  静岡家庭裁判所富士支部 後見係 

   〒４１７－８５１１ 富士市中央町２－７－１ 

   電話 ０５４５－５２－０３８６（ダイヤルイン） 

  静岡家庭裁判所下田支部 後見係 

   〒４１５－８５２０ 下田市４－７－３４ 

   電話 ０５５８－２２－０１６１ 

  静岡家庭裁判所浜松支部 後見係 

   〒４３０－８６２０ 浜松市中区中央１－１２－５ 

   電話  ０５３－４５３－７１６８（ダイヤルイン） 

  静岡家庭裁判所掛川支部 後見係 

   〒４３６－００２８ 掛川市亀の甲２－１６－１ 

   電話 ０５３７－２２－３０３６ 

  静岡家庭裁判所熱海出張所 後見係 

   〒４１３－８５０５ 熱海市春日町３－１４ 

   電話 ０５５７－８１－２９８９ 

  静岡家庭裁判所島田出張所 後見係 

   〒４２７－００４３ 島田市中溝４－１１－１０ 

   電話 ０５４７－３７－１６３０ 

 


